








別紙１





現在、日本の人口は平成 20（2008）年をピークに減少に転じていますが、

高齢化率は上昇を続け、令和７（2025）年には団塊世代の全てが 75歳以上の

後期高齢者に移行するなど、少子高齢化が急速に進行しています。

また、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる令和 22（2040）年には、生産年

齢人口が減少し、深刻な介護の担い手不足が見込まれています。

このような状況の中、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加と社会的

孤立、認知症高齢者の増加、介護家族の負担増や医療・介護職の人材不足など、

数多くの課題が複雑化・複合化し、地域社会を取り巻く環境は変化していま

す。

これらの課題に対して、板橋区では、国が構築を推進する「地域包括ケアシ

ステム」を中核として、シニア活動支援などを独自に加えた「板橋区版ＡＩＰ」

を構築し、令和７（2025）年を見据えた様々な取組を推進してきました。さら

に、令和 22（2040）年に向けた人口構造の変化を踏まえると、公的な支援だ

けではなく、地域の多様な主体の参画や連携による地域共生社会の実現をめ

ざすことが重要です。加えて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続

けることができるよう、「板橋区版ＡＩＰ」をさらに深化し、推進していく必

要があります。

今回策定した「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026」は、この

ような課題に力強く取り組むべく、成年後見制度利用促進も含めた高齢者の

保健福祉及び介護保険制度の安定的な運営のための施策を一体として取りま

とめ、また、喫緊の課題である介護人材の確保やデジタルデバイドへの対応な

どを盛り込んだ総合的な計画となっています。

今後も区民の皆様や関係機関の方々と一体となって事業を推進し、計画の

基本理念である「高齢者の福祉・介護の充実と豊かな健康長寿社会の実現」を

達成していくため、一層のご理解とご協力をお願いいたします。

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せいただきました区民

の皆様をはじめ、長期間にわたり精力的にご審議いただきました板橋区高齢

者保健福祉・介護保険事業計画委員会委員の皆様や関係団体の皆様に心から

感謝申し上げます。

はじめに

令和６年 月 板 橋 区 長
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「板橋区基本構想」がめざす福祉・介護、健康分野のビジョンや、福祉分野の上位計画で

ある「板橋区地域保健福祉計画」が掲げる地域共生社会の実現に向け、老人福祉法（昭和 38

年法律第 133 号）第 20 条の８の規定、介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 117 条の規定

に基づいて策定した法定計画が「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026」です。

板橋区が高齢福祉分野における取組を進めていくうえでの基本的な考え方や、計画策定の

背景や位置づけ、計画期間等を示します。

１ 総論

背 景

計画の位置づけ 「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026」は老人福祉

法及び介護保険法に基づく法定計画です。

「板橋区基本構想」及び「板橋区基本計画 2025」が描くビジョ

ンを念頭に置きながら、関連する計画との整合や連携が保たれるよ

う策定しています。

少子高齢化が急速に進行し、将来的に生産年齢人口の減少が見込

まれる中で、地域社会を取り巻く環境は変化し、地域における課題

も複雑化・複合化しています。

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく住み続けることができる

よう、板橋区版ＡＩＰのさらなる深化・推進を図るため、高齢者保

健福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定し、区の高齢福祉分

野における取組を包括的に推進していきます。

計画策定体制 本計画の策定にあたっては、学識経験者や保健医療・社会福祉関

係者、介護サービス事業者、区民公募委員などで構成される「板橋

区高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会」等にて検討を行って

います。

計画期間 令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画

期間として、高齢者保健福祉計画と第９期介護保険事業計画を一体

的に定めます。

計画の推進に向けて 計画の進行管理を適切に実施するため、施策の実施状況等の点

検・評価を行い、必要に応じて見直しを行うことで実効性を高めて

いきます。
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１ 背景

我が国では、少子高齢化が急速に進行し、人口減少の局面を迎えています。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（令和５年推計）によれば、我が国の高

齢化率は、団塊世代が全て後期高齢者となる令和７（2025）年に 29.6％となります。さら

に、令和 22（2040）年には、団塊ジュニア世代が高齢者となり生産年齢人口が減少するた

め、高齢化率は 34.8％に達する一方、深刻な介護の担い手不足が見込まれています。

また、板橋区（以下「区」という。）の高齢化率は、「板橋区人口ビション（2020 年～

2045 年）」によると、令和７（2025）年に 23.7％、令和 22（2040）年には 27.8％に達す

ると推計されており、国と比較すると緩やかではあるものの、区においても、同様の推移

が見込まれます。

これまで区では、地域共生社会の実現に向けて、国が掲げる地域包括ケアシステム1を

中核にしつつ、シニア活動支援なども独自に加えた板橋区版ＡＩＰ2を構築し、様々な取

組を進めてきました。

しかし、その間も、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加と社会的孤立、認知症高

齢者の増加、医療・介護職の人材不足など、数多くの課題が複雑化・複合化し、地域社会

を取り巻く環境は変化し続けています。

また、人口構造の変化に加えて、介護予防・フレイル予防の観点からも、高齢者の社会

参加が望まれ、元気高齢者が地域の支え手として活動するための仕組みづくりが求められ

ています。

このような複雑化・複合化した地域のニーズに対応していくためには、板橋区版ＡＩＰ

をさらに深化・推進していくとともに、令和 22（2040）年までを一つの区切りとした中長

期を見据え、持続可能な制度維持に向けた介護サービス等の基盤整備や介護人材の確保と

いった取組を進めていくことが必要です。

「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画2023（以下「前計画」という。）」の計画期

間が令和５（2023）年度末で満了することに伴い、令和６（2024）年度から令和８（2026）

年度までを計画期間とする「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026（以下「本計

画」という。）」では、ポストコロナ時代における高齢者の社会生活の変化や国の指針等を

踏まえ、区における今後３年間の高齢者福祉施策及び介護保険事業について取り組むべき

事項を定めます。

さらに、令和４（2022）年５月に区が内閣府により「ＳＤＧｓ未来都市 3」に選定された

ことから、国際社会共通の目標であるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現に向け、Ｓ

ＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さない」という視点をより一層強め、多様な主体

による「パートナーシップ」の構築の推進を加速させることにより、「高齢者の福祉・介護

の充実と豊かな健康長寿社会の実現」をめざします。

                                                  
1地域包括ケアシステム：地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援が包括的に確保される体

制（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64号）第 2条第 1 項）

2ＡＩＰ（Aging in Place エイジング イン プレイス）：年を重ねても安心して住み慣れたまちに住み続けるという意味

（出典：東京大学高齢社会総合研究機構「地域包括ケアのすすめ」）

3ＳＤＧs未来都市：内閣府がＳＤＧsの達成に向けた取組を積極的に進める自治体を公募し、優れた提案を行った自治

体を選定する制度
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５ 計画の推進に向けて

計画の進行管理を適切に実施するため、毎年度、施策の実施状況等について点検及び評

価を行い、必要に応じて見直しを行うことで実効性を高めていきます。

また、「板橋区基本構想」がめざす福祉・介護、健康分野のビジョンや「いたばし No.１

実現プラン 2025 改訂版」に掲げる（１）ＳＤＧs戦略、（２）ＤＸ（デジタルトランスフォ

ーメーション）戦略、（３）ブランド戦略の３つを柱とする重点戦略ビジョンを踏まえつつ、

福祉分野の上位計画である「板橋区地域保健福祉計画」が掲げる地域共生社会の実現を念

頭に置きながら計画を推進していきます。

〇本計画における「いたばし No.１実現プラン 2025 改訂版」との連携

≪ＳＤＧｓ戦略≫

ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さない」という基本理念をもとに、誰もが役割を持ち、

お互いを支え合う地域共生社会の実現のため、一人暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯等へ

の見守り支援の充実や、シニア世代活動支援プロジェクトの推進、切れ目のない在宅医療

と介護の連携など、「板橋区版ＡＩＰ」のさらなる深化・推進を図ります。

また、高齢福祉分野に限らずヤングケアラー支援など、分野別の垣根を越えた連携を図

り、重層的かつ包括的な支援体制の構築に向けて検討を進めます。

さらに、被災や重症化のリスクの高い高齢者の安心・安全を守るため、大規模災害や感

染症の拡大に対する備えについて、関係部署との連携を図ります。

≪ＤＸ戦略≫

オンラインを活用した高齢者の通いの場や各種講座等の開催、医療・介護に関わる多職

種等関係者同士を結ぶオンライン会議の開催など、対面とオンラインのそれぞれの長所を

活かしたハイブリッドな取組を進めていきます。

また、介護現場の負担軽減を図るため、電子申請・届出システムを導入し、介護サービ

ス事業者の指定申請に係るオンライン申請の受付を開始するほか、デジタル技術を活用し

た医療・介護情報基盤の整備等についても検討を進めます。

一方、シニア世代へのスマートフォン体験会・相談会等を開催するなど、オンライン手

続きの増加やキャッシュレス決済の導入をはじめデジタル化の拡大が急速に進む中で、イ

ンターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる方と利用できない方との間に生じ

る情報格差（デジタルデバイド）の解消に向けて取り組んでいきます。

≪ブランド戦略≫

地域の見守りなどで活躍する民生・児童委員、豊富な医療・介護資源や大学・研究機関、

進取の精神に富んだ企業・団体など、地域における多様な活動主体の存在が区の強みとな

っています。この強みを活かし、区と包括協定を結んでいる東京都健康長寿医療センター

など、様々な企業・団体等との連携・協働による取組を推進することにより、区ならでは

の魅力を創造・発信していきます。



 

 

 

      
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 高齢者人口、資源等の状況 

２ 日常生活圏域 
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高齢者人口や要介護（要支援）認定者数の推移や令和６（2024）年度から令和 27（2045） 

年度までの推計を示しています。推計では高齢者人口の増加とともに、０～14歳の年少人口、

15～64 歳の生産年齢人口の減少が進んでいくことが予想されるため、高齢者自身も地域づく

りの担い手となって活躍することが期待されています。 

介護保険ニーズ調査の結果では、社会参加の状況や地域での助け合い、介護が必要になっ 

た時に希望する暮らし方など、高齢者を取り巻く状況や課題について主な項目を掲載してい

ます。 

２ 板橋区の高齢者等を取り巻く状況 

高齢者人口、資源等の状況 

 

日常生活圏域 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地

理的条件、人口などを総合的に勘案し、「日常生活圏域」を設定して

います。区では地域センターの管轄圏域に合わせて、18 の区域を設

定し、各圏域における住民の主体的な活動を推進し、相談体制や介

護基盤の整備を進めていきます。 

 

高齢者人口は将来的に増加が見込まれ、推計では令和 27（2045）

年度に高齢化率は 29.1％に達します。高齢者の増加に伴い、要介

護（要支援）認定者や認知症高齢者も大幅に増加することが想定さ

れています。 
 

介護保険ニーズ調査結果 

から見た高齢者の状況と 

課題 

計画策定に向けて実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等

の主な結果と、調査結果から見た高齢者の現状や課題についてまと

めています。 
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１ 高齢者人口、資源等の状況 

（１）高齢者人口の推移・将来推計 

区の高齢者人口(65歳以上)は、令和２（2020）年度は 132,395人、令和５（2023）年度

には 131,768 人となり、若干の減少が見られますが、後期高齢者人口は令和２（2020）年

度は 68,568人、令和５（2023）年度には 73,917人となり、３年間で約 7.8％増加していま

す。 

また、現時点の推計では、令和８（2026）年度には高齢者全体に占める後期高齢者割合

が６割弱まで上昇することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和２（2020）～令和５（2023）年度は各年度 10月１日現在（外国人を含む）、令和６（2024）年度以降は推計値 
※令和６（2024）～令和８（2026）年度は、住民基本台帳人口を基にした、コーホート変化率法で算出している。 
※令和 12（2030）～令和 27（2045）年度は、平成 30(2018)年度改定の「板橋区人口ビジョン（2020年～2045年）」より
引用している。 
※前期高齢者人口は 65歳以上 75歳未満の人口を、後期高齢者人口は 75歳以上の人口を表す。 
 

 

令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 12年度 17年度 22年度 27年度
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2030) (2035) (2040) (2045)

570,951 568,457 568,996 572,377 572,879 573,059 573,183 586,566 584,475 579,743 572,286

65歳以上人口 132,395 132,257 131,746 131,768 131,371 130,890 130,544 142,992 150,465 161,369 166,715

前期高齢者人口 63,827 63,501 60,502 57,851 55,597 54,104 53,381 59,555 68,716 77,374 76,534

(前期高齢者割合) 48.2% 48.0% 45.9% 43.9% 42.3% 41.3% 40.9% 41.6% 45.7% 47.9% 45.9%

後期高齢者人口 68,568 68,756 71,244 73,917 75,774 76,786 77,163 83,437 81,749 83,995 90,181

(後期高齢者割合) 51.8% 52.0% 54.1% 56.1% 57.7% 58.7% 59.1% 58.4% 54.3% 52.1% 54.1%

高齢化率 23.2% 23.3% 23.2% 23.0% 22.9% 22.8% 22.8% 24.4% 25.7% 27.8% 29.1%

199,290 200,892 195,628 187,985 180,861
（第２号被保険者）

年  度

総 人 口

40歳以上65歳未満
193,687 194,774 196,353 197,687 198,641 199,152
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（３）要介護（要支援）度別認定者数の推移・将来推計 

要介護（要支援）認定者数については、後期高齢者人口と同様に増加傾向にあります。

令和２（2020）年度は 25,960 人、令和５（2023）年度には 27,416 人となり、この間、約

5.6％増加しています。 

現時点の推計では、令和７（2025）年度の認定者数は 28,095人、認定率は 21.5％に上昇

し、その後も後期高齢者人口の増加に伴い、要介護（要支援）認定者数が増加していくこ

とが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２（2020）～令和５（2023）年度は各年度９月末時点の実数、令和６（2024）年度以降は推計値 

※認定者数は、第１号被保険者のみ（第２号被保険者数は含まず） 

※認定率：認定者数（第１号被保険者のみ）÷高齢者数（65歳以上人口） 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 12年度 17年度 22年度 27年度

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2030) (2035) (2040) (2045)

要支援１ 4,233 4,416 4,408 4,509 4,589 4,587 4,580 5,256 5,440 5,450 5,643

要支援２ 4,196 4,191 4,196 4,156 4,235 4,250 4,256 4,875 5,100 5,225 5,357

要介護１ 4,274 4,426 4,535 4,662 4,756 4,771 4,787 5,534 5,847 5,963 6,077

要介護２ 4,388 4,409 4,389 4,452 4,545 4,567 4,595 5,302 5,654 5,858 5,945

要介護３ 3,564 3,649 3,586 3,664 3,745 3,771 3,798 4,405 4,735 4,959 4,993

要介護４ 3,062 3,194 3,397 3,617 3,701 3,727 3,761 4,360 4,709 4,962 4,984

要介護５ 2,243 2,217 2,279 2,356 2,406 2,422 2,439 2,822 3,033 3,193 3,217

合 計 25,960 26,502 26,790 27,416 27,977 28,095 28,216 32,554 34,518 35,610 36,216

認 定 率 19.6% 20.0% 20.3% 20.8% 21.3% 21.5% 21.6% 22.8% 22.9% 22.1% 21.7%

年 度
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（４）認知症高齢者数の推移・将来推計    

① 認知症高齢者数の推移 

要介護（要支援）認定者のうち、認知機能の低下が見られる高齢者の数は年々増加し

ており、日常生活自立度Ⅱa（家庭外で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意

思疎通の困難さは多少みられるが、誰かが注意していれば自立できる状態）以上の方は

平成 30（2018）年度は 13,890人、令和５（2023）年度には 14,986人となっており、こ

の間の増加率は約 7.9％に上っています。 

認定者数の伸びも大きいことから、認定者に占める認知症高齢者の割合は近年ほぼ横

ばいで推移しており、令和５（2023）年度の自立度Ⅱa以上割合は 54.7％、自立度Ⅰ（何

らかの認知症状を有するが、日常生活はほぼ自立している）以上の方を含めると 74.4％

となっています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

※認定者数は、第１号被保険者のみ（第２号被保険者は含まず）、各年度９月末時点 

※日常生活自立度別人数は、主治医意見書によるもので、住所地特例該当者は含んでいない。 

 

➁ 日常生活圏域・日常生活自立度別認定者数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記データは、令和５（2023）年度の①のグラフデータ（認定者数を除く）を日常生活圏域別に分類した表である。 

  ※日常生活自立度別認定者数は、主治医意見書によるもので、住所地特例該当者は含んでいない。 

 

 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

要介護（要支援）認定者数 24,876人 25,500人 25,960人 26,502人 26,790人 27,416人

日常生活自立度Ⅰ以上人数 18,379人 19,112人 19,315人 19,705人 19,801人 20,411人

（認定者のうちⅠ以上の割合） 73.9% 74.9% 74.4% 74.4% 73.9% 74.4%

日常生活自立度Ⅱa以上人数 13,890人 14,362人 14,415人 14,582人 14,536人 14,986人

（認定者のうちⅡa以上割合） 55.8% 56.3% 55.5% 55.0% 54.3% 54.7%

年  度

 

割合 割合 割合 割合

板橋 953人 75.4% 717人 56.7% 1,264人 中台 1,647人 78.6% 1,235人 58.9% 2,096人

熊野 641人 69.4% 477人 51.7% 923人 蓮根 1,455人 75.9% 1,080人 56.3% 1,917人

仲宿 651人 71.9% 468人 51.7% 905人 舟渡 261人 78.1% 209人 62.6% 334人

仲町 1,130人 74.1% 834人 54.7% 1,524人 前野 1,156人 78.2% 825人 55.8% 1,479人

富士見 821人 76.6% 601人 56.1% 1,072人 桜川 701人 78.6% 506人 56.7% 892人

大谷口 1,163人 74.1% 867人 55.3% 1,569人 下赤塚 1,171人 77.4% 838人 55.4% 1,512人

常盤台 1,342人 77.1% 960人 55.2% 1,740人 成増 1,437人 76.3% 1,084人 57.6% 1,883人

清水 893人 76.2% 641人 54.7% 1,172人 徳丸 1,195人 78.2% 900人 58.9% 1,528人

志村坂上 1,206人 76.6% 866人 55.0% 1,574人 高島平 2,588人 75.1% 1,878人 54.5% 3,447人

うちⅠ以上人数 うちⅡa以上人数 うちⅠ以上人数 うちⅡa以上人数圏域 圏域

要介護（要支援）認定者数

認定者数

要介護（要支援）認定者数

認定者数
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（５）65歳健康寿命 

 区の 65歳健康寿命（東京保健所長会方式）は、要介護２以上の認定を受けるまでの期間

を健康と考えた場合、令和３（2021）年で、男性で 82.51 歳、女性で 86.06 歳となってい

ます。（下図参照 ※） 

東京都の平均と比較すると、男性はやや短く、女性はほぼ同じ値となっています。東京

23区内で見ると男性は 17番目に、女性は 14番目に長くなっています。 

男性と女性の平均自立期間を比較すると、男性は約 17 年、女性は約 21 年と約４年の差

があります。平均障がい期間についても男性は約 1.7 年、女性は約 3.4 年と約 1.7 年の差

があり、平均自立期間、平均障がい期間とも男性が女性より短い傾向にあります。 
 

▼区の男女別 65歳健康寿命 

令和３年  
 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 65歳健康寿命（東京保健所長会方式）について 

  健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を健康寿命と言います。 

国の「健康寿命延伸プラン」においては、国民生活基礎調査による「日常生活に制限のない

期間の平均」を健康寿命としていますが、算出頻度が３年に１度であることや区市町村ごとで

の算出ができないことから、要介護２以上を不健康と定義した「日常生活動作が自立している

期間の平均」を補完指標として活用することとしています。 

  東京都では「65歳健康寿命」という算出方法で、毎年、都内の区市町村の健康寿命を算出

し、比較できるようにしています。 

65歳健康寿命 ＝ 65歳 ＋ 65歳の人が要介護２以上の認定を受けるまでの期間の平均  
 
 

 

 

 

 

  
 
  
 

※資料：東京都保健医療局 令和３（2021）年 65歳健康寿命算出結果区市町村一覧 

東京都が算出している「要支援１以上」と「要介護２以上」の２種類のデータのうち、要介護２以上の認定を受けるま 

での平均自立期間で算出した 65歳健康寿命を引用している。 

 

 











第２章 板橋区の高齢者等を取り巻く状況 

19 

 

２ 日常生活圏域 

「日常生活圏域」とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件等を総合的に勘案して、保険者が定める

区域をいい、厚生労働省によると、地域包括ケアシステムは、概ね 30分以内に必要なサー

ビスが提供される「日常生活圏域」を単位として想定されており、地域の多様な主体が自

主的・主体的に地域の特性に応じてつくり上げていくものとされています。 

区では、区内に 18か所ある地域センターの管轄区域を区が計画立案や施策展開を行うに

あたって拠って立つべき地理的区分としており、様々な地域活動等もこれらの地区をベー

スとして行われていることから、「日常生活圏域」も 18 区域に設定して、各圏域における

住民の主体的な活動を推進するとともに、相談体制や介護基盤の整備などを進めています。  

また、高齢者福祉の地域拠点として、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続

的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント・介護予防支援業務などを行う

「地域包括支援センター（おとしより相談センター）4」についても、概ね日常生活圏域を

基本として、区内 19か所に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4地域包括支援センター（おとしより相談センター）：地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設（介護保険法第 115

条の 46）。区では、地域包括支援センターの通称を「おとしより相談センター」として、社会福祉法人等に委託し、保

健師、看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が連携して、高齢者とその家族を支える地域の総合相談

窓口として運営している。 
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▶日常生活圏域別・年齢別 高齢者数及び認定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ 高齢者数は、令和５（2023）年 10月１日現在  

※ 高齢者数は、第２章１（１）の高齢者人口とは、抽出元のシステムが異なるため、数値が異なる。 

※ 認定者数は、令和５（2023）年 10月１日現在（第２号被保険者・住所地特例該当者を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65～

74歳

75～

84歳

85歳

以上

65～

74歳

75～

84歳

85歳

以上

65～

74歳

75～

84歳

85歳

以上
高齢者 認定者 認定率

板 橋 3,197 2,317 1,142 133 417 714 4.2% 18.0% 62.5% 6,656 1,264 19.0%

熊 野 2,403 1,756 809 122 325 476 5.1% 18.5% 58.8% 4,968 923 18.6%

仲 宿 2,029 1,702 814 101 330 474 5.0% 19.4% 58.2% 4,545 905 19.9%

仲 町 2,786 2,443 1,304 156 547 821 5.6% 22.4% 63.0% 6,533 1,524 23.3%

富 士 見 2,221 1,946 929 136 357 579 6.1% 18.3% 62.3% 5,096 1,072 21.0%

大 谷 口 3,109 2,630 1,514 124 542 903 4.0% 20.6% 59.6% 7,253 1,569 21.6%

常 盤 台 3,369 2,832 1,533 180 587 973 5.3% 20.7% 63.5% 7,734 1,740 22.5%

清   水 2,439 1,989 968 144 419 609 5.9% 21.1% 62.9% 5,396 1,172 21.7%

志村坂上 4,029 3,304 1,435 190 563 821 4.7% 17.0% 57.2% 8,768 1,574 18.0%

中 台 4,268 3,752 2,078 185 669 1,242 4.3% 17.8% 59.8% 10,098 2,096 20.8%

蓮 根 4,280 3,911 1,665 231 730 956 5.4% 18.7% 57.4% 9,856 1,917 19.5%

舟 渡 836 650 298 38 129 167 4.5% 19.8% 56.0% 1,784 334 18.7%

前 野 3,202 2,689 1,328 153 515 811 4.8% 19.2% 61.1% 7,219 1,479 20.5%

桜 川 1,883 1,530 834 85 294 513 4.5% 19.2% 61.5% 4,247 892 21.0%

下 赤 塚 3,424 2,546 1,433 162 486 864 4.7% 19.1% 60.3% 7,403 1,512 20.4%

成 増 4,077 3,356 1,722 208 668 1,007 5.1% 19.9% 58.5% 9,155 1,883 20.6%

徳 丸 3,668 2,689 1,492 157 511 860 4.3% 19.0% 57.6% 7,849 1,528 19.5%

高 島 平 6,623 7,497 3,069 346 1,400 1,701 5.2% 18.7% 55.4% 17,189 3,447 20.1%

合   計 57,843 49,539 24,367 2,851 9,489 14,491 4.9% 19.2% 59.5% 131,749 26,831 20.4%

高齢者数 認定者数 認定率 計
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（５）介護に関すること 

【図表７】 介護が必要になった理由（上位５位のみ／その他・無回答除く）                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表８】 家族介護者が介護をするうえで困っていること（上位５位のみ／その他・無回答除く）                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1位  高齢による衰弱 24.6%
 認知症

 （アルツハイマー病等）
29.5%

 認知症

 （アルツハイマー病等）
26.7%

第2位  骨折・転倒 21.7%  骨折・転倒 24.8%
・脳卒中（脳出血・脳梗塞）

・骨折・転倒
25.2%

第3位  心臓病 12.5%  高齢による衰弱 21.4%  高齢による衰弱 15.6%

第4位
 関節の病気

（リウマチ等）
10.0%

 脳卒中

（脳出血・脳梗塞）
13.3%  心臓病 10.0%

第5位
 脳卒中

（脳出血・脳梗塞）
9.1%  心臓病 8.9%  糖尿病 8.4%

元気・要支援1・2  (n=1,092) 要介護1・2 (n=840) 要介護3・4・5 (n=1,105)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、介護保険ニーズ調査

【現状と課題】 

・介護が必要になった理由は、元気・要支援１・２では「高齢による衰弱」や「骨折・転倒」が
多くなっており、要介護１・２以上になると「認知症（アルツハイマー病等）」も多くなってい
ます。（図表７） 

・健康寿命の延伸には、「骨折・転倒」「認知症（アルツハイマー病等）」などの疾病等の予防が重
要です。多様な主体による介護予防や日常生活支援の観点から、総合事業などの取組を推進し、
予防・健康づくりの強化を図る必要があります。 

➡【施策の柱❷：自立支援、介護予防又は重度化防止の推進】（P.44） 

➡【施策の柱❸：多様な主体が支え合うまちづくり】（P.44） 

 

 

第1位  日中、家を空けるのを不安に感じる 33.1%  介護にストレスを感じることがある 53.4%  介護にストレスを感じることがある 70.8%

 ・介護にストレスを感じることがある

 ・精神的負担が大きい

第3位  特にない 22.6%  日中、家を空けるのを不安に感じる 43.8%  日中、家を空けるのを不安に感じる 62.4%

 ・自分の自由になる時間を持てない

 ・身体的負担が大きい(睡眠不足・腰痛など）

第5位  適切な介護方法が分からない 20.2%  身体的負担が大きい(睡眠不足・腰痛など） 33.5%  自分の自由になる時間を持てない 58.0%

要支援1 2  (n=124) 要介護1 2 (n=251) 要介護3 4 5 (n=226)

第2位 32.3%  精神的負担が大きい 48.6%  精神的負担が大きい 65.5%

61.1%第4位 21.8%  自分の自由になる時間を持てない 36.7%  身体的負担が大きい(睡眠不足・腰痛など）

【現状と課題】 

・家族介護者が介護をするうえで困っていることは、要支援１・２では「日中、家を空けるのを
不安に感じる」、要介護１・２以上になると「介護にストレスを感じることがある」が最も多く
なっています。（図表８） 

・在宅生活を継続するためには、家族介護者の負担を軽減することも重要です。在宅生活を支え
るための介護基盤を整備していくとともに、相談窓口や交流の場の周知などの家族介護者支援
の取組も推進していく必要があります。 

➡【施策の柱❺：在宅生活を支える介護基盤の整備】（P.45） 

 

在宅介護実態調査 
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【現状と課題】 

・新型コロナウイルス感染症の影響による変化は、元気・要支援１・２、要介護１・２では約

５割、要介護３・４・５でも約４割見られます。（図表 10） 

・新型コロナウイルス感染症の影響による変化としては、元気・要支援１・２では「外出する回

数そのものが減った」や「友人や知人に会う回数が減った」が多くなっており、要介護１・２

以上では「足腰などの筋力が低下した」も多くなっています。（図表 11） 

・新型コロナウイルス感染症による、高齢者の外出控えなどの影響で、体力の低下や認知症の

進行、社会的孤立などが懸念されています。新型コロナウイルス感染症が高齢者の心身機能

に与えた影響について分析を進めるとともに、オンラインを活用した講座開催等、新しい生

活様式下での介護予防事業や地域づくりのあり方についても検討する必要があります。 

➡【施策の柱❶：生きがいづくりと社会参加の促進】（P.44） 

➡【施策の柱❷：自立支援、介護予防又は重度化防止の推進】（P.44） 





１ 基本理念

２ 施策体系

第３章

基本理念と施策体系
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３ 基本理念と施策体系

国は、基本指針において、第６期（平成 27（2015）年度～平成 29（2017）年度）以降の

市町村介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」として位置づけ、各計画期間を通じて地域

包括ケアシステムを深化・推進するとともに、令和 22（2040）年等の中長期を見据え、介護

サービス基盤を計画的に整備することとしています。

区では、これらの国の動きと区政の長期的指針を示す「板橋区基本構想」がめざす福祉・

介護、健康分野のビジョン、前計画における目標や具体的な施策等を踏まえ、本計画の基本

理念を「高齢者の福祉・介護の充実と豊かな健康長寿社会の実現」と定め、それに関連する

施策を体系化しました。

基本理念

施策体系 基本理念を実現するため、基本方針、３つの目標、６つの施策の柱

からなる施策体系を示しています。高齢者が年齢を重ねても、地域の

支え合いの中で健康で自立した生活を送ることができるよう、施策体

系に基づき取組を進めていきます。

「板橋区基本構想」がめざす福祉・介護、健康分野のビジョンを実

現するため、前計画に引き続き、基本理念を「高齢者の福祉・介護の

充実と豊かな健康長寿社会の実現」と定めました。
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（３）板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026 の体系図
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（４）ＳＤＧｓ
エスディージーズ

（Sustainable Development Goals）とのつながり

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、平成 27（2015）年９月の国連サミットにおい

て全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された

令和 12（2030）年までに持続可能でより良い世界をめざす国際目標です。ＳＤＧｓは、

17 のゴールと 169 のターゲットから構成されており、我が国でも積極的な取組が進め

られています。

ＳＤＧｓはグローバルな課題の解決に向けて各国が取り組むものですが、それを達

成するには自治体レベルでの取組が不可欠です。

これまで区は、「いたばし No.１実現プラン 2025」の重点戦略として、ＳＤＧｓ戦略

を位置づけ、誰一人取り残さない安心・安全なまちの実現をめざして、様々な取組を推

進してきました。

また、令和４（2022）年５月には、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を積極的に進める自治

体として、内閣府により「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されたことから、本計画において

も、ＳＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さない」という視点をより一層強め、多

様な主体による「パートナーシップ」の構築の推進を加速させることにより、「高齢者

の福祉・介護の充実と豊かな健康長寿社会の実現」をめざします。

【ＳＤＧｓ 17のゴール】



 

 

        
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 板橋区版ＡＩＰ 

２ 災害や感染症に対する備え 
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区では、「板橋区版ＡＩＰ」がめざす「誰もが年齢を重ねても安心して住み慣れたまち（地域）

に住み続けること」の実現に向けて、７つの重点分野に事業を定め、高齢者福祉施策を総合的

に推進していきます。また、高齢者の安全・安心を守るため、災害や感染症に対する備えの充

実を図ります。 

板橋区版ＡＩＰ 

 

 

４ 施策の展開 

国が掲げる地域包括ケアシステムを中核としつつ、シニア活動支援

なども独自に加えた「板橋区版ＡＩＰ」を構築し、誰もが年齢を重ね

ても安心して住み慣れたまち（地域）に住み続けることができるよう、

７つの重点分野に事業を位置づけ、取組を充実させていきます。 

 

災害や感染症に対する備え 

 

安心・安全に生活し続けるためには、有事の際の対応について、事

前の準備を図っておく必要があります。 

本計画では、個別避難計画の推進や、災害や感染症に備えた業務継

続計画（ＢＣＰ）の整備・充実など、災害や感染症に対する備えの充

実を図ります。 
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１ 板橋区版ＡＩＰ 

（１）地域包括ケアシステムについて 

国は、団塊世代の全てが 75歳以上となる令和７（2025）年を目途に、高齢者の尊厳

の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で、暮らし続けるこ

とができるよう、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が、包括

的に確保される体制として、「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。 

 

（２）板橋区版ＡＩＰの深化・推進 

区では、国が掲げる地域包括ケアシステムを中核としつつ、シニア活動支援なども独

自に加えた「板橋区版ＡＩＰ」を構築し、誰もが年齢を重ねても安心して住み慣れたま

ち（地域）に住み続けることができるよう、７つの重点分野を定め、令和７（2025）年

を見据えて様々な取組を推進してきました。 

今後の人口構造の変化を踏まえると、公的な支援だけではなく、地域の多様な主体の

参画や連携による地域共生社会の実現をめざすことが重要です。「板橋区版ＡＩＰ」を

一層推進し、自助・共助・互助といった地域とのつながりや助け合い、支え合いで支援

を広げていくニーズは、一層高まることが想定されます。 

加えて、新型コロナウイルス感染症予防のための外出自粛等の影響によるフレイル

の進行、孤立する高齢者や認知症高齢者の増加が課題となっています。 

このような状況を踏まえつつ、ポストコロナ時代における社会生活の変化にも対応

するため、オンラインの活用による通いの場や各種講座等、社会とつながる機会を活性

化させることで、介護予防やフレイル予防、孤立の防止が期待できます。 

本計画においては、令和７（2025）年に向け、さらにはその先の令和 22（2040）年

を見据えて、前計画における７つの重点分野の事業を評価、検証するとともに、「板橋

区版ＡＩＰ」を深化・推進していくため、重点分野を発展的に継承し、取組を充実させ

ていきます。 

さらに、地域住民の複雑化・複合化した地域生活課題の解決に向けて、各関係機関や

支援機関との連携を図り、分野別の垣根を越えた重層的支援体制整備事業の活用も検

討しながら、包括的な支援体制を推進していきます。 
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【板橋区版ＡＩＰの構築イメージ】 

 
 
▼分野ごとの主な取組内容 

  
①総合事業／生活支援体制整備事業 

〇住民主体のサービス 

〇地域リハビリテーション活動支援事業 

〇リハビリテーション専門職による住民 

主体型介護予防事業 

〇生活支援体制整備事業 

②医療・介護連携 

〇療養相談室 

〇医療・介護連携情報共有システム 

〇多職種による会議・研修 

③認知症施策 

〇認知症サポーター・チームオレンジ等活動支援 

〇板橋区認知症支援連絡会、認知症フレンドリー協 

議会、東京都健康長寿医療センターとの連携強化 

④住まいと住まい方 

〇高齢者見守り調査事業 

〇緊急通報システム事業 

〇見守り地域づくり協定 

⑤基盤整備 

〇地域密着型サービスの整備 

〇地域包括支援センター（おとしより相談セン

ター）の機能強化 

 

⑥シニア活動支援 

〇シニア世代活動支援プロジェクトの推進 

（シニア世代の社会参加・活動支援／ 

 高齢者の就業支援） 

 

⑦啓発・広報 

〇ＡＩＰ広報紙「住ま居る～いつまでも笑顔で

～」の発行 

 
                   等 
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（３）前計画期間における課題と重点分野の振り返り 

令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの３年間を計画期間とする前計画では、

７つの重点分野の各事業と地域包括支援センターの機能強化に取り組むことで、団塊

世代が 75歳以上となる令和７（2025）年を目途とする板橋区版ＡＩＰの構築をめざし

てきました。 

前計画期間においては、当初、新型コロナウイルス感染症の影響により事業実施が困

難となる時期もありましたが、オンラインを活用した事業展開等の成果もあり、各事業

において、概ね順調に指標を達成しています。一方で、新型コロナウイルス感染症の予

防のための外出自粛等により、フレイルの進行やつながりの希薄化といった課題も発

生しています。 

また、人口構造の変化等から、地域の多様な主体が地域の支えとして活動するための

仕組みづくりが求められています。 

 

① 総合事業／生活支援体制整備事業 

○介護予防把握事業については、地域包括支援センターとの連携を強化しながら、元気

力測定会を実施しました。チェックシートの実施数は概ね新型コロナウイルス感染

症が流行する前の水準まで回復してきていますが、チェックシートの実施がその後

のサービス利用につながるように効果的な周知方法を検討していきます。 

○地域リハビリテーション活動支援事業については、オンラインを活用することで全

ての会議を計画どおり実施し、切れ目のないリハビリテーションサービスの提供に

向けた検討や事例集作成などの新たな取組を進めることができました。また、多職種

や地域の担い手を交え、要支援者等の活動・参加を高める支援方法の検討も行いまし

た。個別課題や地域課題の検討、専門職と地域の担い手との支援ネットワークの推進

のため、今後も継続して取り組んでいきます。 

○「高齢者の暮らしを拡げる 10の筋力トレーニング」を行う通いの場については、新

規グループの立ち上げ数は目標を達成しており、現在 100 グループ以上が活動を継

続しています。新型コロナウイルス感染症の影響により会場が使用できない等の理

由で休止をしたグループも「オンライン 10の筋トレ」の活用や別会場を探すなどし

て、現在はほとんどのグループが活動を再開しています。 

○通いの場に派遣する専門職が不足していたため、東京都健康長寿医療センター研究

所開発の「フレイル予防ちょい足し研修」を実施しました。28 名が修了し、関わる

専門職が増加しました。通いの場の取組のさらなる推進のために、通いの場の活動の

多様化と機能強化に取り組んでいきます。 

○地域の多様な主体（町会・自治会、民生・児童委員等）が集まって話し合う「第２層

協議体（支え合い会議）」では、対面での会議が難しい中でもオンライン会議等を活

用して活動を継続していく仕組みづくりができました。今後、さらなる活動の充実や

事業認知度の向上をめざしていきます。 
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② 医療・介護連携 

○療養相談室については、新型コロナウイルス感染症の影響により相談件数が増加し、

相談内容についても新型コロナウイルス感染症に関連した在宅療養、看取り等多岐

にわたりました。相談に的確に対応するため、相談力向上・関係機関との連携強化に

努めることに加え、地域に出向いた周知活動も継続していきます。 

○医療・介護連携情報共有システムについては、区のめざすべき将来像や考え方等を示

す「在宅医療・介護情報共有におけるＩＣＴ活用ガイドライン」を策定しました。関

係機関と協力しながらガイドラインを活用して情報共有システムの効果的な運用支

援を検討し、今後もシステム利用を促進していきます。 

○多職種による会議・研修については、オンライン会議等を活用し、多職種による連携

の場を継続することができました。また、各地域ケア会議の位置づけを明確化し、整

理を行いました。多職種の円滑な連携ネットワークづくりの支援のため、今後も継続

的に取り組んでいきます。 

 

③ 認知症施策 

○認知症初期集中支援事業については、チーム員会議や研修を通じて対応力向上を図

り、認知症初期集中支援チームの支援対象者数等の目標数を達成することができま

した。今後も全チームの認知症対応力向上を図り、認知症の人や家族を支える地域づ

くり事業との連携や、医療・介護の連携の強化を行っていきます。 

○認知症サポーター活動支援については、認知症サポーター養成講座の受講者（認知症

サポーター）に対して地域の活動場所を紹介し、具体的な活動につながるように働き

かけを行いました。今後はチームオレンジの活動支援に向け、チームオレンジコーデ

ィネーターの育成、キャラバン・メイトや認知症サポーターを中心としたチームづく

り、活動拠点づくりなどを検討していきます。 

 

④ 住まいと住まい方 

○高齢者見守り調査事業については、非対面のポスティングを推奨する等、訪問形式を

変更して調査を実施し目標調査率を達成することができました。今後も持続可能な

調査としていくため、調査方法等について検討していきます。 

○一人暮らし高齢者見守り対象者名簿事業については、高齢者訪問調査の実施事業と

併せて登録勧奨を実施しました。また、ＡＩＰ広報紙で特集記事を掲載し事業の周知

を図りました。今後も効果的な事業の周知を検討し、登録勧奨を行っていきます。 

○見守り地域づくり協定については、複数の事業者と協定を締結することで、民間事業

者と協力体制を確立し、重層的な支援体制を推進することができました。今後も地域

における見守り体制の充実のため、民間事業者との連携体制を拡大していきます。 
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⑤ 基盤整備 

○未整備の圏域を中心に整備を推進し、整備圏域を拡大することができましたが、整備

が進みにくい圏域も一部存在していることから、区内全域で必要なサービスが受け

られるよう、未整備圏域での整備を軸としながらも、周辺圏域の整備状況やサービス

利用状況を踏まえて整備を推進していきます。 

また、事業運営上、人材や利用者の確保が困難な事業所も多いことから、サービスの

普及啓発と事業者支援を一体的に取り組んでいきます。 

 

⑥ シニア活動支援 

○フレイルチェック測定会については、新型コロナウイルス感染症による活動自粛の

影響がある中、非接触による活動を実施することで実施圏域の拡大を図ることがで

きました。介護への移行が必要な方に対してのフォロー体制に課題があるため、関係

機関と検討していきます。 

○ガイダンス・トライアル事業については、オンライン開催や感染症対策の工夫を講じ

ながら事業の継続を図りました。また、参加者数についても新型コロナウイルス感染

症が流行する前の水準に戻りつつあります。今後とも、高齢者が地域社会や様々な分

野における担い手となれるように、講座やセミナー等のきっかけづくりの場を提供

していきます。 

 

⑦ 啓発・広報 

○ＡＩＰ広報紙の発行や区役所のプロモーションスペースにおける板橋区版ＡＩＰの

ポスター展示等を通じて啓発・広報を行いました。令和４（2022）年度の板橋区介護

保険ニーズ調査によると、「板橋区版ＡＩＰを知っている」の割合は令和元(2019)年

度の前回調査から横ばいの状況ですが、「どのような取組を行っているかも知ってい

る」の割合が前回調査と比較して上昇しました。区民の方に分かりやすい紹介方法や

新たな配布機会等を検討し、認知度の向上につなげていきます。 

 

⑧ 地域包括支援センター（おとしより相談センター）の機能強化 

○運営法人が変更した仲宿・富士見地域包括支援センター及び移転のあった富士見・桜

川地域包括支援センターについて、地域住民や関係者等への周知を行いました。 

また、毎年実施している個別ヒアリングについて、比較・改善指導が実施しやすくな

るよう、実績評価の基準等を改善しました。今後もＰＤＣＡサイクルを活用し、質の

向上に取り組んでいきます。 
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③ 認知症施策 

③－１ 認知症サポーター・チームオレンジ等活動支援【重点事業】 

③－２ 板橋区認知症支援連絡会、認知症フレンドリー協議会、東京都 

健康長寿医療センターとの連携強化【重点事業】 

③－３ 認知症普及啓発 

③－４ 認知症予防・備え（認知症予防事業） 

③－５ 認知症もの忘れ相談事業 

③－６ 認知症初期集中支援事業 

③－７ あんしん認知症ガイド（板橋区版認知症ケアパス） 

③－８ 認知症フレンドリーカフェ 

③－９ 認知症家族交流会・家族講座 

③－10 認知症声かけ訓練 

③－11 若年性認知症への支援 

④ 住まいと住まい方 

④－１ 高齢者見守り調査事業【重点事業】 

④－２ 緊急通報システム事業【重点事業】 

④－３ 見守り地域づくり協定【重点事業】 

④－４ ひとりぐらし高齢者見守り対象者名簿事業 

④－５ 高齢者安否確認コール事業 

④－６ 高齢者見守りキーホルダー事業 

④－７ 地域見守り活動支援研修事業 

④－８ 身元不明等高齢者の保護 

④－９ おとしよりなんでも相談 

④－10 都市型軽費老人ホーム 

④－11 サービス付き高齢者向け住宅 

④－12 民間賃貸住宅における居住支援 

④－13 高齢者住宅設備改修費助成事業 

⑤ 基盤整備 

【地域密着型サービスの整備】 

⑤－１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護【重点事業】 

⑤－２ 小規模多機能型居宅介護【重点事業】 

⑤－３ 看護小規模多機能型居宅介護【重点事業】 

⑤－４ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

【重点事業】 

⑤－５ 認知症対応型通所介護 

⑤－６ 夜間対応型訪問介護 

⑤－７ 地域密着型通所介護 

⑤－８ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑤－９ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【地域包括支援センター（おとしより相談センター）の機能強化】 

⑤－10 地域包括支援センター（おとしより相談センター）の機能強化

【重点事業】 

【介護人材の確保・育成・定着支援と介護現場の負担軽減】 

⑤－11 介護人材の確保・育成・定着支援と介護現場の負担軽減 

【関連施策】 

【介護給付適正化に向けた取組】 

⑤－12 介護給付適正化に向けた取組【関連施策】 

⑥ シニア活動支援 

⑥－１ シニア世代の社会参加・活動支援 

（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）【重点事業】 

⑥－２ 高齢者の就業支援 

（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）【重点事業】 

⑥－３ ふれあい館 

⑦ 啓発・広報 ⑦－１ 区民への周知【重点事業】 
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① 総合事業／生活支援体制整備事業 

《総合事業》 

総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充

実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ

効率的な支援等を可能とすることをめざすものです。要支援者や元気力（生活機能）チェ

ック5で支援が必要と認められた方（以下「事業対象者」という。）を主な対象者とする 

「介護予防・生活支援サービス事業」と地域に住む 65歳以上の全ての方を対象とした「一

般介護予防事業」に分かれ、利用者の健康状態やニーズに応じたサービスを提供していま

す。 

令和４（2022）年度の板橋区介護保険ニーズ調査によると、要支援認定等を受けていな

い元気高齢者のうち、認知機能や口腔機能などに一つ以上の機能低下があり、何らかの介

護予防の取組が必要な方は、全体の７割を超えています。 

高齢化が進行する中で、予防・健康づくりの強化による健康寿命の延伸を実現させるた

め、多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充

実を図り、地域の多様な主体が「我が事」として参画して、お互いに助け合い、支え合う

地域づくりを進めていきます。 

また、保健事業との連携を踏まえ、医療専門職による通いの場等への積極的関与等を図

りながら、実施していきます。 

 

《生活支援体制整備事業》 

生活支援体制整備事業は、地域住民が主体となって地域の情報や課題を共有することで、

地域における助け合い・支え合いの活動を推進していくものです。区では 18の日常生活圏

域に第２層協議体を設置し、地域の特性を活かした助け合い・支え合い活動を行っていま

す。 

令和４（2022）年度の板橋区介護保険ニーズ調査において、充実させてほしい高齢者施

策について聞いたところ、要介護１～５以外の高齢者（元気高齢者等を含む）の方では「見

守りなど、一人暮らし高齢者等への支援」と回答した方が 52.9％と、最も高い割合となっ

ています。 

このような背景を踏まえ、生活支援体制整備事業を通して地域住民が地域ニーズや地域

資源を把握し、支え合いの地域づくりを進めていくとともに、総合事業とも連携して支え

合い活動の創出などにより、様々な地域の課題解決に取り組んでいきます。 

 

  

                                                   
5 元気力（生活機能）チェック：運動や認知、栄養、口腔などの機能やこころの健康状態等に関する質問票に回答するこ

とで、心身の機能の衰えがないか等を確認すること。各地域を担当する地域包括支援センターが実施している。 
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①-11 

公衆浴場活用介護

予防事業 

 

 

65歳以上の要介護（要支援）認定を受けていな

い区民の方で、自力で通所し事業参加が可能な方

を対象に、区内公衆浴場のうち 25浴場で、公衆浴

場開店前に、介護予防体操及び介護予防指導を行

います。体操終了後、無料で入浴できます。 

実施回数（年 900回） 

①-12 

地域ボランティア

養成事業 

 

 

介護予防サポーター養成講座・フォローアップ

講座の開催、区オリジナルの介護予防体操「元気

おとせん！体操」ＤＶＤ、ＣＤの販売やＹｏｕＴ

ｕｂｅ配信を行います。 

介護予防サポーター

養成講座（延参加者

160人） 

①-13 

介護予防自主グル

ープ活動支援 

 

 

自主グループの立ち上げ相談、活動支援のため

の講師を派遣します。地域包括支援センターと連

携し、自主グループを支援します。また、ウェル

ネス活動推進団体支援事業の登録団体に対し、ウ

ェルネススペース6を提供し活動を支援します。 

講師派遣（年 12回） 

①-14 

介護予防グループ

支援事業 

 

 

高齢者の自主グループからの要請により、出前

講座の講師として専門職員を派遣し、運動・栄養・

口腔ケア・その他健康に関する講座を実施しま

す。 

講座実施回数（年 120

回） 

①-15 

介護予防サービス

評価事業 

 

 

年１回、区民、医師会、歯科医師会、学識経験

者、地域包括支援センター職員、区職員などによ

る評価委員会を開催し、介護予防事業の方向性な

どについて検討を行います。 

評価委員会開催回数 

（年１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 ウェルネススペース：介護予防活動のための施設として区主催事業の他、自主活動を行うウェルネス活動推進団体支

援事業に登録した団体、その他板橋区版ＡＩＰに資する活動場所としても提供している。板橋、前野、蓮根、桜川の４

か所にある。 

施策の柱❷ 

施策の柱❷ 

施策の柱❷ 

施策の柱❷ 

施策の柱❷ 
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② 医療・介護連携 

《在宅医療と介護の連携》 

令和４（2022）年度の板橋区介護保険ニーズ調査において、要介護状態の方に住み替え

の希望を聞いたところ、約７割の方が「今のまま、住み続けたい」又は「不便な所を改修

し、今のところに住み続けたい」と回答しています。 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるため

には、地域の医療・介護の関係団体が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一

体的に提供するための連携体制を構築することが重要です。 

医療と介護の連携体制構築のため、地域の実情に応じて取組内容の充実を図りつつ、デ

ジタル技術を活用した医療・介護情報基盤の整備や地域包括ケア「見える化」システム等

のデータを活用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進していきます。 

引き続き、医療・介護の関係機関や専門職との連携を進めていくことで、包括的かつ継

続的な在宅医療と介護を一体的に提供するための体制づくりを進め、切れ目のない在宅医

療と介護の連携の実現をめざします。 

 

《在宅医療・介護連携の４つの場面》 

厚生労働省の在宅医療・介護連携推進事業の手引きによると、在宅療養者の生活の場に

おいて、医療と介護の連携した対応が求められる４つの場面（日常の療養支援、入退院支

援、急変時の対応、看取り）ごとに達成すべき目標を設定することが重要とされています。 

区では４つの場面ごとの達成すべき目標を以下のとおり設定し、医療と介護の連携体制

構築を推進していきます。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

○ 日常の療養支援

区の特長である豊富な医療・介護資源を活かし、医療・介護の関係機関や専門職との円滑な連携に

より、患者や家族の日常の療養生活を支援することで、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者

が住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるようにする。

○ 入退院支援

入退院の際に、医療・介護の関係機関や専門職との円滑な連携により、包括的かつ継続的な在宅

医療と介護サービスが一体的に提供され、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、退院した

その日から、安心して希望する場所で望む日常生活が過ごせるようにする。

○ 急変時の対応

区の特長である豊富な医療・介護資源を活かし、医療・介護の関係機関や専門職が、区が主催する

各種会議体を連携基盤として活用しながら円滑に連携することによって、在宅で療養生活を送る医療

と介護の両方を必要とする状態の高齢者の急変時にも、本人の意思を尊重した対応ができる体制を

構築する。

○ 看取り

地域の住民が、在宅での看取り等について十分に認識・理解した上で、医療と介護の両方を必要と

する状態の高齢者が、人生の最終段階における望む場所での看取りを行えるように、医療・介護関係

者が、対象者本人（意思が示せない場合は、家族）と人生の最終段階における意思を共有し、それを

実現できるように支援する。
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○関連施策 

②-6 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

国は、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22（2040）年までに、健康寿命の延伸

を図ることを目的とした取組の一つとして、介護予防と生活習慣病等の疾病予防・重症

化予防を一体的に実施することを重点取組分野としています。 

我が国の医療保険制度においては、75 歳に達すると、それまで加入していた国民健

康保険等から後期高齢者医療制度の被保険者に移行しますが、各種の保健事業につい

ては、各保険者の責任において実施しているため、継続性に課題があります。 

また、75 歳以降の保健事業は広域連合が主体となり、介護予防の取組は区市町村が

主体となっているため、各々の健康状況に一体的な対応ができていないという課題も

あります。 

この課題解決に向けて、令和元（2019）年５月に「健康保険法等の一部を改正する法

律」（令和元年法律第９号）が公布され、令和２（2020）年度から区市町村による「高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（以下「一体的実施」という。）が推進される

こととなりました。 

こうした経緯を踏まえ、区では、国の示すガイドラインに基づき、令和５（2023）年

度より、高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）7及び医療専門職による

地域の通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）8の双方を既存

事業の拡充等を図りながら実施します。 

なお、一体的実施は地域の健康課題に応じた日常生活圏域単位による事業実施が定

められており、区においては 18の圏域にて実施する必要があります。 

一体的実施の事業は年度ごとに地域の健康課題を分析し、ハイリスクアプローチと

ポピュレーションアプローチの双方を実施します。そのうえで、必要に応じて医療機関

や地域包括支援センター等につなげ、事業評価・改善を繰り返し、実効性を高めていき

ます。 

令和５（2023）年度が事業初年度である一体的実施については、高齢化率が突出して

いながらも介護認定率が相対的に低いといった、事業実績や効果を分析するうえで、最

適な地域として考えられる高島平圏域をモデル地区として事業を進め、事業効果を評

価し、事業の継続性や拡充、実施圏域の段階的な拡大に関して検討しています。 

 

 

 

 

 

                                                   
7 個別的支援（ハイリスクアプローチ）:医療専門職が、低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防等を行うための訪問相

談、適正受診等の促進のための訪問指導、健康状態が不明な高齢者等に対するアウトリーチ支援。 

 
8 積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）:通いの場等において、医療専門職がフレイル予防等の普及啓発活動

や運動・栄養・口腔等のフレイル予防等の健康教育・健康相談、フレイル状態にある高齢者等を把握し、低栄養や筋力低

下等の状態に応じた生活機能向上に向けた支援。 

 

※上記は一体的実施に関する特別調整交付金交付基準（算定省令第６条第９号関係）から抜粋。 

施策の柱❷ 
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●区の一体的実施事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○一体的実施における主な実施事業 

① ハイリスクアプローチ 

【事業概要】 

〇生活習慣病重症化予防事業（令和５（2023）年度新規事業） 

血糖値と血圧のコントロールが不良となっている医療機関未受診者及び受診中断

者を対象に、医療機関への受診勧奨やかかりつけ医との連携を図りながら、訪問又は

電話にて一人当たり３か月間、生活習慣改善指導を実施します。 

 

〇今後のハイリスクアプローチ 

生活習慣病重症化予防事業のほかにも、国において、低栄養予防や口腔機能低下防

止等のハイリスクアプローチがメニュー化されています。区においては、地域の健康

課題の分析結果や一体的実施で行った事業の実施結果・事業評価を踏まえ、健康課題

の解決に向けた取組や方法等を検討します。 
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② ポピュレーションアプローチ 

【事業概要】 

〇通いの場等の活用 

地域の「通いの場」等を対象に、事業目標・評価指標を設定したうえで、講師とし

て医療専門職を派遣し、運動・栄養・口腔ケア等のフレイル予防に関する健康教育や

健康相談を行います。 

【対象となる通いの場等】（令和５(2023)年度時点） 

・住民主体の通所型サービス 

・10の筋トレグループ 

 

〇今後のポピュレーションアプローチ 

通いの場等にて実施した事業の結果や事業評価、通いの場等での参加者や講師とな

る医療専門職の意見を踏まえつつ、先進自治体の取組も参考として、より効果的な事

業の実施方法や新たな事業への取組等の検討を進めていきます。 

 

③ 後期高齢者医療制度の健診 

【事業概要】 

〇質問票の利活用 

後期高齢者医療制度の健診において、質問票は、高齢者の特性を踏まえて健康状態

を総合的に把握するためのスクリーニングだけでなく、行動変容の把握にも活用でき

ます。このため、健診の際だけでなく、通いの場等で有効に活用するためにも医療関

係団体等に質問票の活用方法の周知を図っていきます。 

また、国の標準的な健診・保健指導プログラムを注視し、特定健康診査や特定保健

指導の見直しを重ね、高齢者の健康課題の解決を図っていきます。 
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③ 認知症施策 

認知症は誰でもかかる可能性のあるものであり、家族や身近な人が認知症になることな

ども含め、多くの人にとって身近なものとなっています。 

今後、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も増加し、令和７（2025）年には 65歳以

上高齢者の約５人に１人が認知症になると推計されています。 

区では、前計画期間において、認知症施策推進大綱に示されている、「１.普及啓発・本

人発信支援」「２.予防」「３.医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」「４.認知症バ

リアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」「５.研究開発・産業促進・

国際展開」の５つの柱に沿って、「認知症初期集中支援事業」と「認知症サポーターの活動

支援」を重点事業として、認知症施策を推進してきました。 

令和６（2024）年１月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」（以下「認知

症基本法」という。）が施行されました。基本的な考え方として、「認知症の人が尊厳を保

持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進す

る」と示しています。認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮

し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）

の実現を推進していきます。そのために区は、これまでの取組による区の強みと課題を整

理するとともに、認知症施策推進大綱に沿った施策の継続をしていく必要があります。さ

らに、今後、国が「認知症基本法」に則り策定する「認知症施策推進基本計画」の内容を

踏まえて施策を推進していくことが求められます。本計画期間においては、「認知症サポー

ター・チームオレンジ等活動支援」に加え、新たに「板橋区認知症支援連絡会、認知症フ

レンドリー協議会、東京都健康長寿医療センターとの連携強化」を重点事業としました。 

令和５（2023）年 11月には、認知症の人やその家族の視点を重視した取組の共有や検討

を、地域の民間企業等と協働で推進することを目的に、認知症フレンドリー協議会（板橋

区認知症官民協議会）を開催しました。国のめざす共生社会の実現を推進するため、「認知

症になっても、自らの権利や意思が尊重され、能力を発揮し、希望を持って暮らし続ける

ことができる社会（＝認知症フレンドリー社会）」の実現に向けて取り組んでいきます。 
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③-5 

認知症もの忘れ相

談事業 

 

 

もの忘れ相談医による専門相談を実施します。 

相談の結果は、かかりつけ医へ連携を行い、専

門医紹介、地域包括支援センター等、適切な支援

につないでいます。 

もの忘れ相談実施回

数（年 57回・114枠）

/もの忘れ相談利用率

（80％以上） 

③-6 

認知症初期集中支

援事業 

 

 

地域の認知症サポート医と地域包括支援セン

ター職員（看護職・福祉の専門職）の多職種で構

成される認知症初期集中支援チームを各地域包

括支援センターに配置し、認知症の早期に、初期

の集中的な介入を行います。 

チーム員会議数（年

114回）/支援対象者数

（80 人）/医療・介護

への引継（100％） 

③-7 

あんしん認知症ガ

イド（板橋区版認

知症ケアパス） 

 

 

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症

状が発生した場合に、活用することができるよ

う、認知症の進行に合わせてまとめた「あんしん

認知症ガイド（板橋区版認知症ケアパス）」の作

成、普及を推進します。 

発行部数（年9,500部） 

 

③-8 

認知症フレンドリ

ーカフェ 

 

 

認知症の人やその家族、地域住民、専門職等が

気軽に集い、情報交換や相談ができる場所を設置

し、孤立しがちな本人や家族と地域のつながりの

場を提供します。開設・運営支援、交流会、講演

会等の開催、認知症フレンドリーカフェリーフレ

ットの作成等を行います。 

交流会（年１回）/講演

会（年１回）/リーフレ

ット発行部数（年

8,000部）/設置数（32

か所） 

③-9 

認知症家族交流会・

家族講座 

 

認知症の人を介護する家族が集まり、悩みや不

安を話し合い、情報交換ができる交流会を実施し

ます。 

また、介護者の負担が軽減されるよう講座を開

催します。 

家族交流会（６か所・

月１回実施）/家族講

座（年８回） 

③-10 

認知症声かけ訓練 

認知症サポーターを中心とした地域住民が実

際に声をかける体験などを通じて、認知症につい

て理解し、適切な対応の方法を学び、声かけや見

守りができる地域をめざします。 

声かけ訓練（年９回） 

③-11 

若年性認知症への

支援 

 

若年性認知症について講演会を開催し、普及啓

発を行います。 

また、若年性認知症家族会や若年性認知症支援

コーディネーター、医療機関等と連携し、本人や

家族が孤立しないよう寄り添った支援を行いま

す。 

講演会参加者数 

（参考値 40人） 

 

  

施策の柱❷ 

施策の柱❷ 

施策の柱❹ 

施策の柱❸ 

施策の柱❸ 

施策の柱❹ 

施策の柱❸ 
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 ④ 住まいと住まい方 

令和３（2021）年度の板橋区区民意識意向調査においては、約９割の高齢者が「今後も

区内に住み続けたい」と回答しています。 

こうした需要がある一方で、少子高齢化や核家族化の進行により、一人暮らし高齢者や

高齢者のみの世帯が増えることで、孤立する高齢者や認知症高齢者も増えています。 

また、令和４（2022）年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、要介護１～

５以外の高齢者（元気高齢者等を含む）のうち 52.9％が、充実させてほしい高齢者施策と

して「見守りなど、一人暮らし高齢者への支援」と回答しています。 

高齢者が自宅で安心して暮らしていける支援体制の充実に向け、医療や介護のサービス

に加え、インフォーマルな取組も含めた様々なサービスの組み合わせや地域での見守り、

地域の事業者との連携・協働など、重層的かつ持続可能な支援体制の構築に取り組んでい

きます。 

さらに、高齢者の住まいの安定確保を図る施策との連携の観点から、都市部を中心に多

様な介護ニーズの受け皿となっているサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住まい

についても、安定的な供給量の確保や質の向上を図るための方策について、東京都などと

連携を取りながら、検討を行っていきます。 

 

《見守り体制の拡充》 

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増え、このような高齢者の方をどのように見守

るかが課題になっています。区では、高齢者の孤立を防ぐため、民生・児童委員10による戸

別訪問により高齢者の現状や困りごとの聞き取り調査を行い、支援が必要な方を適切な関

係機関へつなぐとともに、「一人暮らし高齢者見守り対象者名簿」への登録勧奨や「緊急通

報システム」などの高齢者福祉サービスの情報提供を行っています。 

一方、見守りは地域全体で高齢者を助け合い、支え合う「互助」の取組でもあります。

地域で緩やかな見守りを担う人材を育成・確保する研修の開催や、民間事業者と見守りに

関する協定を結ぶことで地域の見守り体制の拡充に取り組んでいきます。 

  

                                                   
10 民生・児童委員：民生委員法（昭和 23年法律第 198号）により、地域住民の福祉の向上を図る活動の担い手として活

動し、区民と区政をつなぐ役割を担っている。 

 区では国から委嘱された 498 名（令和５年 12 月１日時点）の民生・児童委員が児童や高齢者の見守りや支援を行って

いる。特に区で実施している高齢者の見守り調査を含む「訪問・実態把握」の件数は都内一の実績を上げており、高齢者

の孤立防止に資している。 
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④-7 

地域見守り活動支

援研修事業 

 

地域で緩やかな見守りを行う人材を育成・確保

するため、町会連合会、サロン、シニアクラブ等

を対象に見守りに関する研修（ゆるやかご近助さ

ん養成講座）を実施します。 

受講者数（年 500人） 

④-8 

身元不明等高齢者

の保護 

 

道で迷っている（徘徊）認知症等の高齢者で、

身元不明者（居所不明者）が地域で発見された場

合、警察等と連携し、休日・夜間を含め緊急的に

保護し、一時的に安心安全な状況を提供します。 

身元不明等高齢者緊

急一時保護事業の継

続 

④-9 

おとしよりなんで

も相談 

 

高齢者本人の健康・介護・介護予防などの不安

や悩みや、家族等支援者が困っていることなどに

ついて 24 時間 365 日、専門職に相談できるフリ

ーダイヤルを開設しています。 

相談実績 

④-10 

都市型軽費老人 

ホーム 

 

都市型軽費老人ホームは、身体機能の低下等に

より、一人暮らしが困難な低所得の高齢者が安心

して暮らし続けるための入居型施設です。既存施

設がほぼ満床であることや、一人暮らし高齢者の

増加が今後も見込まれることから、整備を進めて

いきます。 

整備数(３施設) 

 

④-11 

サービス付き高齢

者向け住宅 

 

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー

構造で、生活相談、安否確認等のサービスが付い

た賃貸住宅です。開設にあたっては、区民優先枠

の設置などを条件とする区同意基準に沿った整

備を事業者に求めるとともに、東京都から受領す

る施設情報などを活用し、区内における設置状況

の把握に努めます。 

区同意基準に沿った
整備/区内における設
置状況の把握 

④-12 

民間賃貸住宅にお

ける居住支援 

民間賃貸住宅で安定した生活を送ることがで

きるよう、その方の状況に応じた情報提供などの

支援を行っています。 

ア 高齢者等世帯住宅情報ネットワーク事業 

高齢者等世帯の方に民間賃貸住宅の情報提供

を行います。 

イ 家賃等債務保証支援事業 

保証人の見つからない高齢者等の方に、区が協

定を結んだ保証会社と保証委託契約を結んでい

ただく支援事業です。 

ウ 板橋りんりん住まいるネット（板橋区居住支

援協議会） 

高齢者等の住宅確保要配慮者に対し、お困りの

状況に合った支援サービスの情報提供を行いま

す。 

ア：情報提供件数（年
60 件）/イ：申込件数
（年 20件）/ウ：総会・
実務者会議（年４回） 

④-13 

高齢者住宅設備改

修費助成事業 

 

介護予防・自立支援等に資する住宅改修が提供

されることを目的とし、浴槽の取替えなど住宅改

修費の助成を行います。併せて、住宅改修相談や

リハビリテーション専門職による技術支援、施工

事業者やケアマネジャーなどの支援者への研修

会を実施します。 

助成件数（年 230件）
/相談件数（年 790件）
/技術支援件数（年 230
件）/研修（年１回） 

施策の柱❹ 

施策の柱❹ 

施策の柱❹ 

施策の柱❺ 

施策の柱❺ 
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⑤ 基盤整備 

平成 31(2019)年１月に改定された「板橋区人口ビジョン（2020年～2045年）」によると、

区の人口は、令和 12（2030）年をピークに減少するものの、高齢者人口は年々増加が推計

されており、今後さらに介護を必要とする高齢者の増加が見込まれます。 

また、令和４（2022）年度に実施した板橋区介護保険ニーズ調査の住み替え希望に関す

る設問では約６割の高齢者が「今のまま、住み続けたい」と在宅での生活を希望しており、

特に要介護度が高い方の割合が多くなっています。 

このような背景に基づき、介護が必要な高齢者が安心して在宅で暮らすことができるよ

う、前計画に引き続き、地域密着型サービスの整備を進めます。 

本計画においては、区内全域で必要な介護サービスが受けられるよう、施設の整備と利

用促進に向けた取組を一体的に推進し、在宅サービスの充実を図ります。 

特に、要介護度が高い方や医療ニーズがある方の在宅生活を支援するため、小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備

を、未整備の圏域を中心に取り組んでいきます。 

また、区では、概ね日常生活圏域とされる地域センターの管轄区域を基本として、区内

19 か所に総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援業務などを行う「地域包括支援センター」を設

置しています。 

高齢者福祉の地域拠点である地域包括支援センターは、板橋区版ＡＩＰを推進するうえ

で重要な基盤となり、支援力などサービスの質の向上が常に求められています。そのため、

本計画においては、基盤整備の重点分野に地域包括支援センターの機能強化を加え、運営

体制の整備や質の向上に継続して取り組みます。 

さらに、高齢者福祉分野に限らず、ヤングケアラー支援などの他分野においても、適宜、

関係機関への情報提供や連携に努めます。 

また、少子高齢化が進行する中、限られた経営資源で、介護人材を質・量の両面から確

保するとともに、持続可能な介護保険制度を構築していく必要があります。そのため、介

護人材の確保・育成・定着支援と介護現場の負担軽減及び介護給付適正化に向けた取組に

ついて、基盤整備における関連施策として位置づけ、取組を推進していきます。 
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○関連施策 

⑤-11 介護人材の確保・育成・定着支援と介護現場の負担軽減 

令和７（2025）年には団塊世代の全てが後期高齢者となり、さらにはその先の令和 22

（2040）年にかけて、認知症の有病率や要介護認定率が他の世代と比較して相対的に高

い 85歳以上人口が急増するため、今後、介護サービスの需要がさらに高まることが見

込まれており、令和 22（2040）年には全国で約 69万人の介護人材が不足すると推計さ

れています。 

一方で、少子化の影響により、介護分野の担い手不足も深刻化しており、令和４（2022）

年度に実施した板橋区介護サービス事業所調査でも、人材不足により新規利用者の受

入れを断ったことが「ある」と回答した事業所の割合は、訪問系11事業所で 62.8％、居

宅介護支援事業所で 51.0％に上っています。 

このような状況のなか、将来にわたり、地域における質の高い介護サービスを安定的

に供給していくためには、介護人材を量と質の両面で確保していくための取組を今ま

で以上に推進していくことが重要です。 

また、限られた人的資源を有効に活用するためには、専門知識を持つ介護人材が利用

者のケアに集中できる環境整備も必要となります。 

本計画では、これまで区が実施してきた介護人材の確保・育成・定着支援、介護現場

の負担軽減の取組を推進していくとともに、資格取得補助事業の拡充や、ＩＣＴ技術の

活用による電子申請・届出システムの導入などの取組を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
11 訪問系：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間

対応型訪問介護 

施策の柱❻ 
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⑥ シニア活動支援 

平均寿命が 80 歳を超える中で、65 歳以降の高齢期に入っても元気でアクティブなシニ

ア世代、いわゆる元気高齢者が増加し、「生涯現役」「人生 100 年時代」と言われるように

なりました。 

高齢期において介護を必要とすることなく、元気に暮らすためには、健康寿命を延伸す

ることが重要であり、老後になってからの介護予防・健康増進の取組だけでなく、現役時

代からフレイル予防に取り組むとともに、外出や人との交流の機会を持ち続けることが大

切です。 

そこで区は、「シニア世代活動支援プロジェクトの推進」や「ふれあい館」等の事業にお

いて社会活動の場を提供し、それぞれのライフステージに合わせた健康づくりや生きがい

づくりを促進することで、健康寿命の延伸につなげています。 

また、就労意欲をもった高齢者も増加しており、自らの持つ経験や能力を活かしながら

社会的に活躍できる環境を整えることが求められています。そのため、多様化する求職者

のニーズに対応し、ニーズの高い職種等の開拓を行うことで、高齢者と希望職種とのマッ

チングを行っていきます。 

 

 

《フレイル13予防事業の導入及び関係機関との連携》 

区では、令和元（2019）年度から、シニア世代活

動支援プロジェクトの一環として、東京大学高齢社

会総合研究機構（ＩＯＧ）のプログラムを導入して

います。 

ＩＯＧのプログラムは、栄養（口腔機能）・運動・

社会参加の３つを柱としたものであり、これら３つ

の柱は相互に影響し合っているため、バランスよく

実施することがフレイル予防につながります。 

また、区と包括協定を結んでいる東京都健康長寿

医療センターでは、令和２（2020）年度より「介護予

防・フレイル予防推進支援センター」を設置し、専門

的な研究・知見のもとフレイル予防について総合的

に取り組んでいます。 

今後も、ＩＯＧ及び東京都健康長寿医療センター

と連携・協力し、シニア世代活動支援プロジェクト事 

業を推進していきます。 

 

 

 

                                                   
13 フレイル：年を取って心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態。健康な状態からフレ
イルの段階を経て要介護状態に陥る。兆候を早期に発見し、適切に対応することで、進行を遅らせたり、健康な状態に
戻すことができる。 

【出典：フレイル予防ハンドブック（ＩＯＧ）】 

【出典：フレイル予防ハンドブック（ＩＯＧ）】 
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５ 介護保険サービスの見込みと保険料の算定 

介護保険制度は、加齢による病気などにより介護を要する状態となっても、その有する能力

に応じ、自立した日常生活を送れるように、必要なサービスを総合的かつ一体的に受けられる

よう平成 12（2000）年４月から開始した制度で、創設から 24年が経ち、介護が必要な高齢者

の生活の支えとして定着し、発展してきています。 

本計画では、国の指針や前計画での給付実績等を踏まえ、令和６（2024）年度から令和８

（2026）年度までの介護保険事業運営に必要なサービス量や保険給付費等を推計し、第１号被

保険者の介護保険料等を定めます。 

介護保険サービス・事

業の利用実績及び利用

量の見込み 

 保険給付サービス（居宅サービス、地域密着型サービス、施設サ

ービス等）及び地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業、

包括的支援事業）について、前計画での給付実績を基に、本計画に

おける介護給付等サービスの種類ごとの量の見込み及び地域支援

事業の各事業のサービス量の見込みを推計します。 

介護保険事業費及び 

介護保険料 

 

本計画における介護保険事業費は、要介護（要支援）認定者数の

増加や介護サービス事業所及び介護保険施設の整備等に伴い増加

が見込まれます。 

これらは介護保険料が上昇する要因となるため、これまで積み立

てた介護給付費準備基金を活用し、介護保険料の急激な上昇をでき

る限り抑えます。 

介護保険事業の円滑 

な実施 

 

介護保険事業の円滑な実施のため、区内の介護サービス事業所等

が適正で安定的な運営を行えるよう支援するとともに、制度の内容

について、理解が得られるよう情報提供を行うなど普及啓発に努め

ます。 

また、高齢者の自立支援や日常生活支援といった役割・機能を果 

たし続けられるよう、保険者機能の強化を図ります。 
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（２）介護保険サービス見込み量の推計時の留意点 

 本計画における介護保険サービスの見込み量は、高齢者人口の動向、介護給付等対象

サービスの給付実績を見ながら、現在の利用者数、居宅要介護者のサービス利用の意向

等を勘案し、次の事項に留意し、推計しています。 

 

➣  要介護（要支援）認定者の増加 

後期高齢者の増加に伴い、要介護（要支援）認定者及び介護サービス利用者の増加 

が見込まれます。 

 

➣ 介護サービス事業所及び介護保険施設の整備 

小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス及び介護老人福祉施設（特別養 

護老人ホーム）等の新たな整備が予定されています。 

 

➣ 医療療養病床から介護保険サービスへの転換 

地域医療構想による病床の機能分化及び連携に伴い、施設サービスや在宅サービス 

に係る介護給付サービスの追加的需要が予想されています。 
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（３）保険料（第１号被保険者） 

① 本計画期間の介護保険料設定の留意点 

以下の事項に留意しながら、介護保険料を設定します。 

 

ア 保険料が上昇する主な要因 

➢ 介護保険事業費の増加 

要介護（要支援）認定者数の増加や、病床機能の分化・連携等の影響により、介護

保険事業費の増加が見込まれます。 

 

➢ 介護報酬の見直し 

令和６（2024）年度の介護報酬改定で、全体で 1.59％の引き上げが行われます。こ

のうち介護職員の処遇改善分として 0.98％が、介護職員以外の処遇改善を実現でき

る水準として 0.61％が措置されます。 

 

イ 保険料の上昇を抑える方策 

➢ 介護給付費準備基金の活用 

納付のあった保険料を含む歳入と歳出の差額は、安定的に介護保険制度を運営する

ため、介護給付費準備基金として積み立てをしています。この基金を活用して保険料

の上昇をできる限り抑えます。 

 

② 第９期介護保険料基準額（月額） 

本計画期間に必要とされる介護保険事業費の約 1,439億円に対して、第１号被保険 

者の負担割合である 23％を乗じた約 331億円が、第１号被保険者の保険料負担額と 

なります。 

この負担額から介護給付費準備基金の活用額を控除し、第１号被保険者（65歳以 

上）数で割り返した額が第９期計画期間における介護保険料基準額となります。 

なお、本計画期間では、30億円の介護給付費準備基金を活用することで、637円の 

介護保険料基準額の上昇を抑えました。 

 

 

 

 

 

 

※所得段階の変更について 

    第９期（令和６～８年度）の所得段階については、国の標準段階数、標準乗率、公費

軽減割合の見直しに伴い、所得段階の階層を 14段階から 17段階へ拡大します。詳細は

次ページとおりとなります。 

 

第 9 期介護保険料基準額（月額）  ６，５２０円 

（基金活用前の基準額 ７，１５７円） 
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③ 保険料の軽減 

ア 災害等の減免制度 

災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の 

徴収猶予（６か月以内の期間）や減免制度があります。 

 

イ 生計が困難な方の保険料減額制度 

対象となる方は、世帯全員が住民税非課税であること、介護保険料の所得段階が第 

２段階又は第３段階のいずれかであること、世帯の年間収入額及び預金貯金額が一定 

の基準以下であることなどの一定の条件を全て満たす 65歳以上の被保険者の方で、 

年間保険料額を第２段階の方は第１段階の保険料額に、第３段階の方は第２段階の保 

険料額に減額します。 

 

ウ 公費による低所得者の保険料軽減 

平成 27（2015）年４月から、介護給付財源の 50％とは別途で、国の社会保障と税の 

一体改革の方針により、第１段階の保険料軽減強化の仕組みが導入されました。 

さらに、令和元（2019）年度からは、消費税を財源とした公費を投入し、第１～３ 

段階の保険料軽減が行われてきましたが、令和６（2024）年度からは、国の公費軽減 

割合の見直しに伴い、軽減割合が変更になっています。 
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《認定率の伸びと介護保険事業費及び介護保険料基準額の伸びに関する機械的試算》 

これまで、区では板橋区版ＡＩＰの構築をめざして、高齢者の自立支援と要介護状態

の重度化防止に向けた取組を推進してきました。これらの介護予防の効果として、介護

保険事業費の伸びや介護保険料基準額の上昇の抑制が期待されていますが、直接的な効

果の測定は困難です。 

そこで、第 11 期（令和 12～14 年度）と第 14 期（令和 21～23 年度）の介護保険事業

費と介護保険料基準額の推計値について、これまでの実績を反映し、想定される事業量

を算出した推計値（以下「自然体推計」という。）により算出した値と、毎期ごとに認定

率が 0.5％ずつ減少していくと仮定して機械的に算出した値を比較しました。 

令和 12（2030）年の介護保険料基準額の自然体推計は約 8,200 円ですが、第９期から

第 11 期にかけて認定率が１％減少（２期分×0.5％）すると仮定すると、約 8,000 円ま

で減少し、介護保険料基準額は約 200円抑えることができます。 

さらに、令和 22（2040）年では、認定率が 2.5％減少（５期分×0.5％）すると仮定し

た場合の介護保険料基準額は約 8,800 円となり、自然体推計の約 9,300 円と比較してそ

の差は約 500円になります。 

持続可能な介護保険制度の運営のためには、中長期的な視点に立って板橋区版ＡＩＰ

の深化・推進を図り、効果的な介護予防事業を展開していくことが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 11期（2030年）・第 14 期（2040年）ともに単年度で推計した基準額となります。 

※第 11期（2030年）・第 14 期（2040年）ともに介護給付費準備基金を投入しない場合の基準額に

なります。 

※第１号被保険者の負担割合は、国が全国統一的に設定した割合を用いており、第 11 期（2030年）

は 24.0％、第 14期（2040年）は 26.0％で算出しています。 

※第 11 期（2030 年）・第 14 期（2040 年）の介護保険事業費は、単年度推計で算出した令和 12

（2030）年度及び令和 22（2040）年度の介護保険事業費を３倍（３年分）にしています。 
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成年後見制度は、認知症や障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の権利を守るため、そ

の方に代わり、契約や財産管理などを行う成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）を選

任する法的な制度で、平成 12（2000）年４月１日から開始されました。 

平成 28（2016）年５月施行の成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29

号）及び平成 29（2017）年３月閣議決定の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、区市

町村は、成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるこ

ととされています。 

計画策定の背景 

 
 

計画の位置づけ 

 

「板橋区成年後見制度利用促進基本計画 2026」は、成年後見制度の

利用の促進に関する法律第 14 条に規定する区における成年後見制度

の利用の促進に関する施策についての基本的な計画に相当し、他の個

別計画との連携・調整を図っていきます。 

６ 板橋区成年後見制度利用促進基本計画 2026 

成年後見制度は、権利擁護を担う制度の一つであり、ＳＤＧｓの「誰

一人取り残さない」という理念にも通じるものです。支援が必要な方

が安心して生活を送ることができるよう、「板橋区成年後見制度利用促

進基本計画 2026」を策定し、認知症高齢者や障がい者の権利擁護支援

と成年後見制度の利用促進に向けた取組を推進していきます。 

施策の展開 

計画の対象 

 

「板橋区成年後見制度利用促進基本計画 2026」は、認知症高齢者や

障がい者など成年後見制度を必要とする全ての区民を対象とします。 

 

３つの施策目標を定め、それぞれの目標ごとの取組について振り返

りを行うとともに、国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を

踏まえつつ、引き続き、中核機関である権利擁護いたばしサポートセ

ンターの機能強化等に取り組んでいきます。 

 

制度の概要及び 

国・区の現況 

 

成年後見制度による支援が必要と推定される認知症高齢者や障がい

者は増加傾向にあり、それに伴い、成年後見人等の申立ても増加傾向

にあります。 

 

計画期間 

 

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期

間とします。 
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１ 計画策定の背景 

成年後見制度は、認知症や障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の権利を守るため、

その方に代わり、契約や財産管理などを行う成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）

を選任する法的な制度で、平成 12（2000）年４月１日から開始されました。 

平成 28（2016）年５月には、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第

29号）が施行され、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、意思決定の

支援が適切に行われるとともに、自発的意思が尊重されるべきこととされています。 

これを受け、平成 29（2017）年３月には「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定

され、区市町村においても、成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計

画を定めるよう努めることとされました。 

また、令和４（2022）年３月の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」では、権利擁

護支援の定義をより明確にするために、地域共生社会の実現という観点が加えられ、成年

後見制度は権利擁護支援の解決方法の一つとして捉えられました。さらには、全国どの地

域においても、制度の利用を必要とする方が、尊厳のある本人らしい生活を継続すること

ができる体制の整備をめざすものでなければならないとしています。 

成年後見制度は、権利擁護を担う制度の一つであり、支援の必要な方が安心して生活を

送ることができるよう、本人の権利を守る制度です。 

また、権利擁護支援は国際社会共通の目標であるＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」と

いう理念にも通じるものであり、区は、引き続き成年後見制度の利用促進に取り組み、施

策を進めていく必要があります。 

令和５（2023）年度末をもって「板橋区成年後見制度利用促進基本計画」の計画期間が

満了するため、国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」等を踏まえ、令和６（2024）

年度を始期とする新たな「板橋区成年後見制度利用促進基本計画 2026」を策定し、権利擁

護支援と成年後見制度の利用促進に向けた取組を推進していきます。 

 

２ 計画の位置づけ 

「板橋区成年後見制度利用促進基本計画 2026」は、成年後見制度の利用の促進に関する

法律第 14 条に規定する区における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基

本的な計画に相当し、他の個別計画との連携・調整を図っていきます。 

 

３ 計画期間 

 令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期間とします。 

  

４ 計画の対象 

「板橋区成年後見制度利用促進基本計画 2026」は、認知症高齢者や障がい者など成年後

見制度を必要とする全ての区民を対象とします。 
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（２）区と権利擁護いたばしサポートセンターとの連携 

権利擁護いたばしサポートセンターは、板橋区社会福祉協議会が、平成 17（2005）

年度から成年後見制度の推進機関として設置・運営しており、令和３（2021）年度か

らは、国の「成年後見制度利用促進基本計画」で定められている地域連携ネットワー

クの中心となる中核機関として位置づけられ、権利擁護に関する総合相談や専門職に

よる専門相談、福祉サービスの利用援助などの地域福祉権利擁護事業（※）を実施す

るとともに、区と連携し、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。 
 

【現状の連携体制及び申立ての流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※）地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業） 

区内で在宅生活をされている、認知症の症状や物忘れのある高齢者の方、知的障

がい、精神障がいなどのある方で、判断能力が十分でない方に対して、福祉サービ

スの利用援助や日常的な金銭管理支援等を行うことにより、地域において自立した

生活が送れるように支援する事業です。東京都社会福祉協議会からの委託により実

施されており、成年後見制度との密接な連携が求められています。 
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（３）施策目標 

３つの施策目標を定め、それぞれの目標ごとの取組について振り返りを行うととも

に、国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を踏まえつつ、引き続き、中核機関

の機能強化等に取り組んでいきます。 

 

  

  

 

 

    
 

 

 
 

誰もが住み慣れた地域で地域の人々と支え合いながら、尊厳を持って生活を継続し 

ていくためには権利擁護による支援が必要です。特に、認知症高齢者や障がい者の方

が、判断能力が不十分となった時にサポートを受けられる仕組みが成年後見制度であ

り、その支援を必要とする方にとって、使いやすく、身近な制度であることが重要です。 

制度の利用につながる相談対応の充実や親族等による申立ての支援と後見人等支援、

区長による申立ての適切な実施と制度利用支援事業の推進など、本人にとって使いや

すく、望ましい制度の運用に取り組みます。 

 

① 相談対応の充実（区・権利擁護いたばしサポートセンター） 

権利擁護の専門機関として、権利擁護いたばしサポートセンターが、本人や親族、福

祉関係者や医療機関等からの相談を総合的に受け、必要に応じて関係機関と連携し、成

年後見制度利用等の支援を行います。 

区は、権利擁護いたばしサポートセンターと連携して、相談対応の充実を図っていき

ます。 

 

② 親族等による申立ての支援と後見人等支援（権利擁護いたばしサポートセンター） 

成年後見制度の利用に際しては、本人の意向の確認とともに、必要な支援内容を十分

に把握し、財産管理のみならず、身上保護も重視した、適切な後見人等候補者の推薦を

行う体制について検討していきます。 

また、親族等が後見業務を行う場合には、安心して業務に取り組むことができるよ

う、日常的な相談に応じるなど活動を支援する体制について検討していきます。 

  

目標２ 地域連携の仕組みづくり 

 
目標３ 制度への理解促進 

目標１ 利用者が安心できる制度の運用 

 

３つの施策目標 

目標１ 利用者が安心できる制度の運用 
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２ 制度改正の概要

令和５(2023)年５月 19日に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 31号）が公布され、介護保険制度

の改正が行われました。本計画では、この改正内容等を、施策やサービス量の推計等に反

映し、策定しています。

（１） 介護情報基盤の整備

（２） 介護サービス事業者の財務状況等の見える化

（３） 介護サービス事業者等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

（４） 看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化

（５） 地域包括支援センターの体制整備等

〇介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者

と一体的に実施

➢被保険者、介護事業者その他関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進

する事業を介護保険者である市町村の地域支援事業費に位置づけ

➢市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金等に委託できることとする

〇介護サービス事業者等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業

者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備

➢各事業所・施設に対して詳細な財務状況の報告を義務づけ（報告先は都道府県知事）

➢国が当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表

〇介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進

➢都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努める

旨の規定を新設

〇サービス内容の明確化等を通じて、看護小規模多機能型居宅介護のさらなる普及を推進

➢看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」にお

ける看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化

〇地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整備

➢介護予防支援の指定対象の拡大（要支援者に行う介護予防支援について、地域包括支援センターに

加え、居宅介護支援事業所も市町村から指定を受けて実施が可能に）

➢総合相談支援事業の一部委託（居宅介護支援事業所等への一部委託が可能に）
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（１）サービス利用の流れ

※１ 40～64歳の方（第２号被保険者）は、老化が原因とされる病気（特定疾病）により介護や支

援が必要となったときに、要介護（要支援）認定を受け、サービスを利用します。交通事故

や転倒などによる負傷が原因の場合は、介護保険の利用はできません。

※２ 要介護（要支援）度は、保険者（板橋区）が認定します。

※３ 居宅サービス計画（ケアプラン）は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。

一部の地域密着型サービスにおいては、サービス提供事業所内で作成します。

※４ 施設へ入所した場合は、その施設のケアマネジャーが施設サービス計画（ケアプラン）を作

成します。

※５ 元気力（生活機能）チェック、介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが行い

ます。

※６ 介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成は、指定介護予防支援事業所（地域包

括支援センターを含む）のケアマネジャーが作成します。
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（２）サービスの種類

利用対象者

訪問介護 通所リハビリテーション
訪問入浴介護 短期入所生活介護
訪問看護 短期入所療養介護
訪問リハビリテーション 特定施設入居者生活介護
居宅療養管理指導 福祉用具貸与
通所介護 特定福祉用具販売
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護
看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型通所介護

介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

介護予防訪問入浴介護 介護予防短期入所生活介護
介護予防訪問看護 介護予防短期入所療養介護
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防居宅療養管理指導 介護予防福祉用具貸与
介護予防通所リハビリテーション 介護予防特定福祉用具販売
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護※

介護予防認知症対応型通所介護

〇要支援１・２の方
〇要介護１～５の方

〇要支援１・２の方
〇要介護１～５の方

訪問型サービス
通所型サービス
介護予防ケアマネジメント
介護予防把握事業 一般介護予防事業評価事業
介護予防普及啓発事業 地域リハビリテーション活動支援事業

地域介護予防活動支援事業

総合相談支援事業
・権利擁護事業

地域包括支援センターの運営 相談・支援

包括的・継続的
ケアマネジメント
支援事業

主任ケアマネジャー支援事業

認知症総合支援事業 認知症支援体制構築事業 認知症早期発見・対応事業
任意事業

  予 防 給 付

地
域
支
援
事
業
（
板
橋
区
が
実
施
し
て
い
る
事
業
）

サービスの種類

保

険

給

付

居宅サービス

〇要介護１～５の方

※原則
 要介護３～５の方
（要介護１・２の方
⇒特例で入所できる
 場合がある）

介護予防
サービス 〇要支援１・２の方

※要支援２の方のみ
地域密着型介護
予防サービス

居宅介護支援（介護予防支援）

  介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

  居宅介護支援（介護予防支援）

  介 護 給 付

介護給付適正化、家族介護継続支援 等

地域密着型サービス

施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※

  包括的支援事業

介護予防・
生活支援
サービス事業

  住宅改修（介護予防住宅改修）

住宅改修（介護予防住宅改修）

〇生活機能低下
 が見られた方
〇要支援１・２の方

一般介護
予防事業

〇65歳以上の全ての方

生活支援体制整備事業
在宅医療・介護連携推進事業
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５ 板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会設置要綱

平成 14年 12 月 27 日区長決定

平成 30 年 3 月 14 日 改正

平 成 30 年 9 月 1 日 改 正

令 和 2 年 8 月 3 日 改 正

（設置）

第１条 板橋区の高齢者保健福祉施策の推進及び介護保険事業の適正かつ円滑な運営を図

るため、板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次の事項について協議し、区長に報告する。

(１) 板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画の進捗状況の把握及び計画の推進に関す

ること。

(２) 高齢者保健福祉事業及び介護保険事業全般の評価及び課題の検討に関すること。

(３) 介護サービスの量の確保と質の向上に関すること。

(４) 板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画の策定に関すること。

(５) その他高齢者保健福祉事業及び介護保険事業を円滑に実施するために必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者 16 名以内とし、区長が委嘱または任命する委員を

もって組織する。

（１）学識経験者    

（２）保健医療関係者  

（３）社会福祉関係者  

（４）介護保険事業者  

（５）被保険者     

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

（任期）

第５条 委員の任期は 3年以内とする。

２ 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。

（会議）

第６条 委員会は委員長が招集する。

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

（会議の公開）

第７条 委員会は、公開とする。ただし、委員長が必要と認め、委員会の議を経たときは非

公開とすることができる。

（専門部会）

第８条 委員長は、委員会の下に専門的かつ具体的な検討又は調査分析を行うために、専門
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部会を置くことができる。

２ 専門部会は、必要に応じて開催することとし、区関係職員で構成する。

３ 委員長は、前項の規定にかかわらず、専門的かつ具体的な検討又は調査分析を行うた

めに必要な者を専門部会の委員とすることができる。

（庶務）

第９条 委員会の庶務は、健康生きがい部長寿社会推進課、介護保険課及びおとしより保健

福祉センターにおいて処理する。

（その他）

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。

付 則

  この要綱は、平成 15年 1月 6日から施行する。

付 則

この要綱は、平成 27年 4月 1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成 30年 9月 1日から施行する。

付 則

  この要綱は、令和 2年 8月 3日から施行する。
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６ 板橋区高齢者保健福祉・介護保険制度推進本部設置要綱

                        （平成 12年 3月 31 日区長決定）

                        （平成 15 年 6月 30 日区長決定）

(平成 19 年 3月 20 日改正）

（平成 19年 3月 29 日改正）

（平成 26年 10 月 21 日改正）

（平成 27 年 4 月 1 日改正）

（平成 30年 3月 14 日改正）

（平成 30 年 9 月 1 日改正）

（令和 2 年 4 月 1 日改正）

（令和 5 年 3 月 23 日改正）

（設置）          

第 1 条 介護保険制度の円滑な運営及び高齢者福祉施策の推進を図るため、板橋区高齢者

保健福祉・介護保険制度推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。

（推進本部の構成）

第 2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長とする。

3 副本部長は、副区長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、教育長、東京都板橋区組織規則（昭和 46 年板橋区規則第 5 号）に定める部

長の職にある者、保健所長、会計管理者、教育委員会事務局次長、地域教育力担当部長、

選挙管理委員会事務局長、常勤の監査委員、監査委員事務局長及び区議会事務局長をも

って構成する。

（所掌事項）

第 3条 推進本部の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

（1）介護保険サービスの内容及び提供体制に関すること。

（2）介護保険制度運営及び高齢者福祉施策の推進に関すること。

（3）その他本部長が必要と認める事項

（推進本部会議）

第 4条 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員を招集し、推進本部会議（以下、「推

進会議」という。）を主宰する。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

3 本部長が必要と認めるときは、関係職員に推進会議の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。

（幹事会の設置）

第 5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進本部が定める事項について調査検討を行う。

3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、次の各号に掲げる職にある者とする。

（1）幹事長は、健康生きがい部長の職にある者をもって充て、会議を総括する。

（2）幹事は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事長が必要と認めるときは、前項第 2号に掲げる者のほか、関係職員に幹事会の出席

を求め、意見を聴くことができる。

5 幹事長は、会議を統括する。

（庶務）

第 6条 推進本部及び幹事会の庶務は、健康生きがい部介護保険課において処理する。
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（その他）

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、

健康生きがい部長が定める。

   付 則

1 この要綱は、平成 12年 4月 1日から施行する。           

2 板橋区介護保険制度対策本部設置要綱は廃止する。

   付 則

  この一部改正は、平成 15年７月 1日から施行する。

付 則

  この一部改正は、平成 19年４月１日から施行する。

付 則

  この一部改正は、平成 19年４月１日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、区長決定の日から施行し、平成 26年 10 月 1日から適用する。

   付 則

  この一部改正は、平成 27年 4月 1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成 30年 4月 1日から施行する。

付 則

  この一部改正は、平成 30年 9月 1日から施行する。

付 則

  この一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。

付 則

  この一部改正は、令和 5年 4月 1日から施行する。

別表 1（第 5条関係）

部 構  成  員

政 策 経 営 部 政策企画課長  財政課長  

総 務 部 総務課長

危 機 管 理 室 防災危機管理課長

健 康 生 き が い 部

長寿社会推進課長  介護保険課長  国保年金課長

後期高齢医療制度課長  健康推進課長

赤塚健康福祉センター所長  おとしより保健福祉センター所長

福 祉 部 生活支援課長  障がい政策課長  赤塚福祉事務所長

都 市 整 備 部 住宅政策課長
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８ 用語解説（五十音順）

【アルファベット】                                                                         

AIP （Aging in Place の略）
年を重ねても安心して住み慣れたまちに住み続けるという意味（出典：東京大学高齢社会総合
研究機構「地域包括ケアのすすめ」）

ⅮＸ （Digital Transformation の略）
平成 16（2004）年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した
「デジタル技術が全ての人々の生活を、あらゆる面でより良い方向に変化させる」というコンセ
プトのこと。

ICT （Information and Communication Technology の略）
コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称。

NPO 法人（Non-Profit Organization の略）
特定非営利活動法人。営利を目的とせず、公共的な活動を行う民間団体の総称。

PDCA サイクル
PDCA は Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）の略。計画から改善までを一
つのサイクルとして業務を継続的に改善していく手法のひとつ。

【あ行】                                         

アウトリーチ
「手を伸ばす、手を差し伸べる」という意味で、医療や福祉の分野で潜在的なニーズや問題を早
期に発見し、必要なサービスや支援につなげるため、支援が必要な人に対して支援する側から積
極的に訪問して支援を提供すること。

アセスメント
介護や障がいのサービス提供や生活困窮者等への支援にあたり、その人の身体状況、精神状況や
生活環境、背景や要因を含め、ケアプラン等の作成や、今後の支援に必要な見通しを立てるため
に、事前に把握、評価、分析を行うこと。

板橋区基本計画 2025
板橋区基本構想に掲げる３つの基本理念に基づき、将来像と政策分野別の「あるべき姿」（９つ
のまちづくりビジョン）を実現するため、基本目標、基本政策、施策の３層からなる施策体系を
示したもの。

板橋区基本構想
平成 28（2016）年度から概ね 10 年後を想定して、板橋区全体の将来像を「未来をはぐくむ緑
と文化のかがやくまち“板橋”」と定め、３つの基本理念と９つのまちづくりビジョンを掲げる区
政の長期的指針。

板橋区区民意識意向調査
区政経営の基礎資料とすることを目的に、区民の住みやすさや定住意向、区への愛着・誇りのほ
か、区の施策に対する意識・意向などを広く把握する調査で、１年おきに実施している。
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板橋区人口ビジョン
区の人口の現状を分析し、人口に関する地域住民の認識を共有し、今後めざすべき将来の方向と
人口の将来展望を提示するもの。平成 31（2019）年 1 月に改訂した人口ビジョンでは、老年
人口は令和 27（2045）年まで増加が続いて約 16.7 万人となり、高齢化率も 30％近くまで達
する見込み。

【か行】                                        

介護給付費準備基金
納付のあった保険料のうち、必要な経費へ充てた残余分を積み立て、翌年度以降の経費に充てる
ため、板橋区が設置している基金。

介護報酬
介護保険制度において、事業者が利用者に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業
者に支払われる報酬。

共生型サービス
介護保険又は障害福祉のいずれかのサービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度に
おける指定を受けやすくする特例を設けることにより、高齢者と障がい者が同一の事業所でサ
ービスを受けやすくし、障がい者が高齢者になった時に馴染みのある事業所を利用し続けられ
るようにする仕組みのこと。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことができるよう、認知症の人を含めた、国
民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いなが
ら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的とした法律。

ケアプラン（居宅サービス計画）
要介護（要支援）認定者が、どのようなサービスをいつ、どれだけ利用するかを、心身の状況や
生活環境、本人や家族の希望などを考慮して定める介護サービス計画のこと。必要なサービスの
種類や回数、時間を月単位で作成する。

ケアマネジメント
要介護（要支援）認定者等に必要なサービスを見極め、複数のサービスを組み合わせて、総合的
に提供されるように調整を行い、サービスの効果を評価する一連のプロセス。

ケアマネジャー（介護支援専門員）
介護保険法に基づき、要介護（要支援）認定者、家族などからの相談に応じて、要介護（要支援）
認定者が、心身の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう支援する職種。サービス事業者
などとの連絡調整を行い、要介護（要支援）認定者のケアプランを作成する業務を担う。

コーホート変化率法
各コーホート（同一年代に生まれたグループ）の人口について、過去の動勢を踏まえ今後どのよ
うに推移（増減）するかを変化率として見る方法。特殊な人口変動（例：ニュータウン開発や鉄
道新設による大規模な人口流入など）が過去及び近い将来に予想されない場合に用いる。
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【さ行】                                        

サービス付き高齢者向け住宅
「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正により創設された、介護・
医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅。

指定事業者
介護保険の適用を受けるサービスを提供する事業者。サービスの種類ごとに都道府県知事や区
市町村長から指定を受ける必要がある。

社会貢献型後見人(市民後見人)
誰もが地域で安心して暮らせるよう、判断能力が十分でない人の生活を身近な立場で支援し、成
年後見活動を行う、社会貢献に意欲と熱意のある一般市民の方をいう。

若年性認知症
65歳未満で発症する認知症。若年性認知症は、高齢で発症する認知症とは異なる様々な社会的、
家庭的問題を抱える。

深化・推進
「深化」とは、ものごとを深めるという意味で、「推進」とは、前におしすすめるという意味。
区では、複雑化・複合化した地域のニーズに対応していくために、板橋区版ＡＩＰをより一層深
め、おしすすめていくという意味で、「深化・推進」の文言を用いる。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
令和元（2019）年度に発生した新型コロナウイルスに関連する呼吸器感染症。発熱、せき、頭
痛、倦怠感など、インフルエンザに似た症状が見られ、重症化すると呼吸困難など肺炎症状を起
こすことがある。

生活習慣病
がん、心臓病、糖尿病などの生活習慣が発病原因に深く関与していると考えられている疾患の総
称。

成年後見制度
認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者（「成年後
見人」等）を選ぶことで、その方を法律的に支援する制度。

【た行】                                        

団塊世代・団塊ジュニア世代
団塊世代は、第一次ベビーブームが起きた時期（昭和 22（1947）年～昭和 24（1949）年）に
生まれた世代。団塊ジュニア世代は、昭和 46（1971）年から昭和 49（1974）年に生まれた世
代を指し、令和 22（2040）年には全て 65 歳以上の高齢者になる。

地域医療構想
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（医療介護総合確保法）」に基
づき、団塊世代の全てが 75 歳以上となる令和 7（2025）年に向け、病床の機能分化・連携を
進めるため、各都道府県が医療機能ごとに令和 7（2025）年の医療需要と病床の必要量を推計
し、定めるもの。
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地域共生社会
社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受
け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や
分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社
会をめざすもの。

地域支援事業
被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合において
も、地域において自立した生活を営むことができるよう支援するために区市町村が行う事業。

地域包括ケア「見える化」システム
介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が一元化
され、都道府県・区市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援す
るために厚生労働省により構築された情報システム。

地域包括支援センター
介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメン
ト等を総合的に行う機関で、各区市町村に設置されている。

デジタルデバイド
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる
格差のこと。

【な行】                                         

認知症
病気などが原因で脳の細胞が壊れたり、働きが悪くなることで、認知機能が低下し、さまざまな
生活のしづらさが現れる状態。

認知症フレンドリーカフェ
認知症の人や家族、地域住民、専門職などが誰でも気軽に立ち寄り、情報交換や相談ができる場
所。

認知症ケアパス
認知症の初期段階から生活機能障害の進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サー
ビスを受けることができるのか、その流れを示したもの。

認知症サポーター
認知症サポーター養成講座を受講し、認知症についての正しい知識を持つ、認知症になっても安
心して暮らせる地域づくりの担い手。

【は行】                                         

パブリックコメント制度
区が、区民生活に広く関わりのある条例制定や計画策定等を行う前に、広く区民から意見や情報
を募集し、意思決定に反映させること。
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バリアフリー
高齢者や障がい者等が利用できるように、妨げとなっているもの（バリア）を取り除くこと。

フレイル
年を取って心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態。健康な状態
からフレイルの段階を経て要介護状態に陥る。兆候を早期に発見し、適切に対応することで、進
行を遅らせたり、健康な状態に戻すことができる。

保険者機能
保険者が運営主体として、健康づくり（保健）や被保険者の資格管理、診療報酬支払明細書（レ
セプト）のチェックなど幅広い業務について、主体性を発揮すること。

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金
保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援・重度化防止などに向けた保険者の取組や都道
府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、客観的な指標を設定し、評価指標の達成
状況（評価指標の総合得点）に応じて、自治体への財政的インセンティブとして交付金を交付す
る、PDCA サイクルによる取組。
令和 2（2020）年度からは、公的保険制度における介護予防の位置づけを高めるため、介護保
険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）が創設され、介護予防・健康づくり等に資する取
組を重点的に評価することにより配分基準のメリハリ付けが強化された。

【ま行】                                        

看取り
高齢者が自然に亡くなる過程を見守ることをいう。死期が近づいている高齢者に対して身体的・
精神的苦痛を取り除き、死を迎える最期の瞬間まで自分らしく生きるサポートやケアを行うこ
と。

【や行】                                      

有病率
ある一時点に、集団の中で、病気にかかっている人の割合。

要介護（要支援）認定
介護サービスの利用希望者が、介護や支援が必要な状態にあるかどうか、必要だとすればどの程
度かを介護認定審査会が審査判定し、区市町村が認定すること。要介護認定の基準は全国一律に
客観的に定められている。
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別紙３ 



 







3 

３ 日常生活圏域 

「日常生活圏域」とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件等を総合的に勘案して、保険者が定める

区域をいい、厚生労働省によると、地域包括ケアシステムは、概ね 30分以内に必要なサー

ビスが提供される「日常生活圏域」を単位として想定されており、地域の多様な主体が自

主的・主体的に地域の特性に応じてつくり上げていくものとされています。 

区では、区内に 18か所ある地域センターの管轄区域を区が計画立案や施策展開を行うに

あたって拠って立つべき地理的区分としており、様々な地域活動等もこれらの区域を単位

として行われていることから、「日常生活圏域」も 18 区域に設定して、各圏域における住

民の主体的な活動を推進するとともに、相談体制や介護基盤の整備などを進めています。 
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介護保険事業費と保険料基準額の推移 

※所得段階の変更について 

 第９期（令和６～８年度）の所得段階については、国の標準段階の見直しに伴い、所得段階を 14 段階から 17 段階へ拡大します。 

※表中のカッコ内は、公費による保険料軽減を実施する前の料率・年間保険料を表しています。 

※介護保険料算定の指標となる介護保険制度における合計所得金額について 

第１～第５段階では、合計所得金額がマイナスの場合、同金額を０円と置き換えます。また、公的年金等に係る雑所得を控除し、 

給与所得がある場合は給与所得から 10 万円を控除した額を用います。 

段階 対象者 区料率 年額保険料（円）

0.285 22,200

(0.455) (35,500) 

0.435 34,000

(0.635) (49,600) 

0.685 53,500

(0.69) (53,900) 

4
・本人は住民税非課税で、同世帯に住民税課税者がいる方で、本人の前年中の合計所得金額＋課税対象年金収入額が80万

円以下の方
0.9 70,400

5
・本人は住民税非課税で、同世帯に住民税課税者がいる方で、本人の前年中の合計所得金額＋課税対象年金収入額が80万

円を超える方（本人が住民税未申告の方を含む）
1

78,200

（基準額）

6 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が125万円未満の方 1.15 89,900

7 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 1.25 97,800

8 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.45 113,400

9 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.65 129,000

10 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.9 148,600

11 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.1 164,300

12 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.3 179,900

13 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 2.4 187,700

14 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 2.5 195,600

15 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 2.9 226,800

16 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 3.4 266,000

17 ・本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が2,000万円以上の方 3.9 305,100

第９期（令和６年度～令和８年度）の所得段階別介護保険料

第９期（令和６年度～令和８年度） 月額：6,520円

1

・生活保護を受給の方

・老齢福祉年金受給の方で、世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年中の合計所得金額＋課税対象年金収入額が80万円以下の方

2 ・世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年中の合計所得金額＋課税対象年金収入額が80万円を超え、120万円以下の方

3
・世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年中の合計所得金額＋課税対象年金収入額が120万円を超える方（本人が住民

税未申告の方を含む）
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